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「第Ⅱ編 各論」の使い方 

 総論（3-3.資産管理水準の段階的向上）に示したように、本手引きでは、長期的な

観点から、水道施設の規模及び配置の適正化を考慮した更新需要の見通し及び当該更

新需要以外の変動要素も考慮した財政収支の見通しを把握すること、すなわち詳細型

（タイプ４Ｄ）でマクロマネジメントを実施することを目標としている。 

 このことから、「第Ⅱ編 各論」は、マクロマネジメントの実践を中心に解説してい

る（図Ⅱ-0-1）。 

 

・「１．必要情報の整備」では、ミクロマネジメントやマクロマネジメント（更新需要

及び財政収支見通しの検討等）の実施に必要となる基礎データ・情報等の収集・整

理、データベース化について解説している。 

 

・「２．ミクロマネジメントの実施」では、マクロマネジメントにおいて更新需要見通

しを検討する際に必要な個別施設の状態に関する基礎情報を得る手段である、水道

施設の運転管理・点検調査や施設の診断と評価手法について解説している。 

 

・「３．マクロマネジメントの実施」では、水道施設全体の視点から各施設の重要度・

優先度を考慮しつつ長期の更新需要見通しや財政収支見通しを検討するにあたっ

て、基礎データの整備状況に応じた検討手法を複数示し、検討手法の選定の考え方

や更新需要・財政収支見通しの具体的な検討方法について解説するとともに、検討

結果の妥当性の確認やマクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策につ

いて併せて解説している。 

 

本手引きでは、更新需要・財政収支見通しに関する検討手順や検討作業内容が具体

的にイメージできるよう、「第Ⅲ編 検討事例」において、仮想的な水道事業を例にし

て検討手法の違いに応じた検討事例を紹介する。また、国土交通省のホームページで

は効率的に検討を行うための「アセットマネジメント『簡易支援ツール』（以下、簡易

支援ツール）」を公表している。 

第Ⅱ編の１．～３．（特に２．及び３．）の説明では、第Ⅲ編の検討事例や簡易支援

ツールとの具体的な関連を随時紹介しており、第Ⅱ、Ⅲ編及び簡易支援ツールの該当

部分を相互に確認しながら、実施可能な手法で長期の更新需要見通し及び財政収支見

通しの検討作業が円滑に行えるよう配慮している。 

（参考：国土交通省、アセットマネジメント「簡易支援ツール」） 

 

・｢４．更新需要・財政収支見通しの活用｣では、マクロマネジメントの成果を活用し

つつ、水道事業ビジョンや経営戦略等の計画作成や水道利用者への情報提供等を実

施する考え方や方法等について解説している。 
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・「５．進捗管理」では、マクロマネジメントの成果のフォローアップやその見直し等

について解説している。 

 

 

 

図Ⅱ-0-1 第Ⅱ編における各論の構成と第Ⅲ編・簡易支援ツールとの関係 
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1. 必要情報の整備 

1-1. 必要情報の収集・整理 

◆ アセットマネジメント（資産管理）を実践するに当たっては、以下のような情報

を日常の管理業務等において収集・整理する必要がある。 

・ 対象施設の台帳と諸元 

・点検調査に関する情報 

・施設の診断と評価に必要となる情報 

・更新需要見通しの作成に必要となる情報 

・財政収支見通しの作成に必要となる情報 

◆ 必要となる情報が不足している場合には、施設の点検マニュアルの見直し、図面・

台帳の整備等、データ収集・整理のための管理方法の改善を検討する。 

◆ 改正法では施設管理に必要となる水道施設の位置、構造、設置年度等の基礎的

事項を記載した水道施設台帳の作成と保管が義務付けられた。 

◆ 改正後の水道法施行規則では、水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えな

い範囲において目視が可能なコンクリート構造物等の点検結果及び修繕結果の

記録と保管に関する責務を規定している。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・アセットマネジメント（資産管理）に必要となるデータは多岐にわたる。このため、

日常の管理業務等を通じてデータを収集するとともに、利用し易い方法で整理して

おく必要がある。 

・また、収集したデータは、当然のことながら、正確でありかつ信頼性のあることが

必要である。したがって、最新の情報に適時更新するとともに、情報の正確性や信

頼性の向上のための改善策を実施することが重要である。 

・多種多様な情報を適切に管理することは、アセットマネジメント（資産管理）のレ

ベルアップだけではなく、業務の効率性、正確性の向上や技術（ノウハウ）の継承

にも効果がある。 

(2) 留意点 

・アセットマネジメント（資産管理）の対象は、水道システムを構成する、取水、貯

水、導水、浄水、送水、配水の全施設とする（表Ⅱ-1-1）。 

・必要となる情報は、アセットマネジメント（資産管理）の実施方法によって異なる

が、概ね表Ⅱ-1-2に示すような情報が必要と考えられる。 

・本手引きでは、データが未整備の場合でも更新需要等を算定する簡略化手法を提示

しており、まず入手可能なデータに基づいてマクロマネジメント（長期の更新需要
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及び財政収支見通しの検討）を実践することが重要であり、結果として、マクロマ

ネジメントの実践を通じて水道施設（資産）に関する必要情報の整備が図られるこ

ととなる。 

 

表Ⅱ-1-1 水道施設等とその役割 

種別 主な役割 構造物・設備 

貯水施設 豊水時の水を貯留し、降水量の変動を吸

収して、取水の安定を図る 

ダム、湖沼、遊水池、河口堰、溜池、地

下ダム 等 

取水施設 水源から需要に応じて原水を取り入れ

る 

取水堰、取水塔、取水門、取水枠、取水

管渠、集水埋渠、浅井戸、深井戸、沈砂

池 等 

導水施設 取水された原水を浄水場まで導く 導水路、導水ポンプ、原水調整池 等 

浄水施設 水源から送られてきた原水を飲用に適

するよう処理する 

着水井、凝集用薬品注入設備、凝集池、

フロック形成池、沈澱池、急速ろ過池、

緩速ろ過池、膜ろ過施設、浄水池、消毒

設備、エアレーション設備、粉末活性炭

設備、粒状活性炭設備、オゾン処理設備、

生物処理設備、除鉄、除マンガン設備、

生物除去設備、排水処理施設、管理用建

物 等 

送水施設 浄水場から配水池まで浄水を送る 調整池、送水ポンプ 等 

配水施設 給水区域の需要に応じて、適正な水圧で

需要者に供給する 

配水池、配水塔、高架タンク、配水ポン

プ 等 

機械・電

気 

・計装設

備 

取水から配水に至る大部分の水道施設

に関連する運転、制御、監視を行う 

ポンプ、弁扉類、電動機、各種機械設備、

受変電設備、自家発電設備、監視制御設

備、計装設備 等 

出典：水道施設更新指針 

 

表Ⅱ-1-2 必要な情報の種類 

項 目 主な情報内容等 

対象施設の台帳と諸元 名称・判別コード、取得年度、取得価格（帳簿原価）、所在地、

構造形式・材料、形状寸法・容量・能力・口径、台数・基数・延

長等 

点検調査に関する情報 図面等、施設状態（異常の有無と程度）、経年履歴（修繕、事故

記録、過去における診断結果）等 

施設の診断と評価に必要と

なる情報 

点検調査結果、地盤情報、地震被害予測資料、ハザードマップ、

施設重要度、機能停止時の影響度等 

更新需要見通しの作成に必

要となる情報 

経過年数、法定耐用年数、施設状態（異常の有無と程度）、施設

重要度、施設診断結果、更新優先度評価結果、布設単価、デフレ

ーター等 

財政収支見通しの作成に必

要となる情報 

収益的収支、資本的収支、財務諸表、起債償還等 

マクロマネジメントのとり

まとめに必要となる情報 

資産総額、資産健全度、サービス水準、料金水準等 
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(3) 実施方法 

1) 資産の区分 

・各水道施設は、それぞれ寿命が異なること、建設年度や使用環境等の条件により老

朽劣化の程度も異なることから、更新工事の単位で資産を区分することが望ましい。 

 

2) 情報の入手方法 

必要情報は、各種統計資料や維持管理の記録から入手する。 

・通常の業務概要報告 ：水道統計、地方公営企業年鑑等 

・詳細な業務報告 ：工事台帳、修繕記録、作業日報、事故の記録、 

  各種調査報告書等 

・モニタリングによる方法 ：監視操作時の記録、データロガーの記録、 

  苦情データ等 

・点検調査による方法 ：日常点検、定期点検、精密点検等 

・診断と評価による方法 ：機能診断、耐震診断等 

以下では、主な必要情報について解説する。 

 

3) 対象施設の台帳と諸元 

・アセットマネジメントを実施する際には、当該事業で保有している施設（構造物、

設備、管路）についての台帳が最低限必要となる。これらは、固定資産台帳、事業

認可申請書、水道台帳等から作成する。 

・台帳に最低限記載すべき情報は、水道法施行規則にて義務付けられている、名称、

建設(竣工)年度、規模・構造等であるが、更新時期の検討等で活用できるよう、過

去の補修や改良の履歴も併せて整理しておく。 

・簡易水道施設が移管された等の理由により、建設年度等が不詳の場合には、過去の

拡張事業の履歴等を参考に、概略的な設定を行い、その方法を記録しておく。 

・規模・構造については、必要に応じて、現地調査等で実態の確認を行う。 

 

4) ミクロマネジメントの実施に必要な情報 

①運転管理・点検調査に関する情報 

・施設の点検調査に当たっては、施設の実態に整合した図面・設備リスト等を準備し

ておく必要がある。 

・点検項目や頻度は、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライ

ン」、「水道維持管理指針 2016」等を参考にして定める。 

・点検調査の結果（異常の有無と程度）は、補修・修繕等の必要性の判断や施設の診

断と評価の基礎データとして利用する。 
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②診断と評価に必要となる情報 

・施設の診断と評価に当たっては、その手法に応じた情報の整備が必要であるが、概

ね以下のような資料が必要となる。 

○ 構造物関係 

✓ 設計図書（図面、構造計算書等） 

✓ 地盤等の状況（地質調査資料） 

✓ 地震被害予測資料（想定震度、地表面最大加速度・速度、液状化の有無） 

✓ 水害関係ハザードマップ（想定浸水深等） 

✓ 損傷・劣化調査結果（コンクリート強度試験、中性化試験等） 

✓ 耐震診断結果（レベル１・レベル２地震動対応の照査結果） 

○ 設備関係 

✓ 設計図書（図面、システム構成図等） 

✓ 過去の事故・補修履歴 

✓ 維持管理費用（運転コスト、補修・点検コスト等） 

✓ 点検記録（異状の有無） 

✓ 補修部品の入手方法（製造中止等の陳腐化等） 

○ 管路関係 

✓ 管路図面（管種、継手情報、口径、布設年度等） 

✓ 配水系統図（配水区域、水の流れ） 

✓ 埋設地盤の評価（腐食性土壌等） 

✓ 管網計算結果（管路流量、水圧等） 

✓ 地震被害予測資料（想定震度、地表面最大加速度・速度、液状化の有無） 

✓ 過去の事故履歴 

✓ 漏水調査結果（ブロック別漏水率等） 

✓ 病院、災害時給水拠点等重要拠点の位置、給水(管路)ルート 

・診断と評価の結果（機能診断［機能低下程度、回復方法等］と耐震診断［保有耐震

性能、耐震補強方法等］と耐震性能評価）は、更新時期を設定するための情報や、

更新や補修・補強等の工事の種類を検討するための基礎情報として利用する。 

③修繕に関する情報 

・機能診断と評価により対策が必要と判断された場合には修繕等の適切な対策を講じ

る。 

・施設・設備ごとに個別に対策を検討するため、①、②で収集した情報に基づき検討

を行い、必要に応じて情報を収集する。 
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5) マクロマネジメントの実施に必要な情報 

①更新需要見通しの検討に必要となる情報 

○ 基礎情報 

・ 更新需要見通しの作成に当たっては、現有の個別資産（施設・設備、管路）に

関する情報（名称、取得年度、帳簿原価、口径・延長等）が、まず必要になる。 

・ これらは管理台帳（設備台帳、管路台帳等も含む）の形式で整理しておく必要

があり、固定資産台帳等を基にして作成する。個別のデータが不足するため

にさまざまな想定（按分等）を行う場合には、その想定方法も記録しておく必

要がある。 

○ 必要規模情報 

・ 将来水需要の想定に基づいて必要となる施設規模を検討することが望ましい

が、複数施設の集約整備案等、施設規模決定のための様々な代替案情報が必

要となり、早期に検討を実施することが困難な場合も考えられる。 

・ このような場合、対象施設の更新は保留して他の施設を優先的に更新しなが

ら施設規模を速やかに検討する方法や、直近の更新対象資産は現有の個別資

産の規模のまま更新すると想定しつつ、今後更新する資産については規模を

適正化して更新するといった個別資産の更新時期に合わせて更新需要を算定

する方法等が考えられる。 

○ 更新需要算定用情報 

・ 更新需要の算定は、施設の規模及び配置の適正化を考慮した再取得価格で算

定することが望ましいが、正確な更新需要の算定には詳細な検討が必要とな

る。速やかに将来見通しを検討するためには、固定資産台帳の帳簿原価等に

施設能力の削減率を乗じて再取得価額とするといった簡易的な手法を利用し

て算定する手法も有効である。ただし、簡易的な手法で費用の算定を行う場

合には、概算の費用であることに留意し、事業運営に支障をきたさないよう

取り扱うこと。 

・ 帳簿原価を基準に更新費用を概算する際は、国土交通省が公表している建設

工事費デフレーター等を用いて物価上昇分を補正した価格（現在価格）を再

取得価格（＝更新需要）とする。 

・ 管路については、更新時に管材料が変更（改良）されることが多いので、更新

延長に単価を乗じて再取得価格（＝更新需要）を算定する。このため、単価情

報については管種別・口径別・工法別に収集整理しておく。 

・ 更新時には既存の施設の撤去費を見込んでおくことが望ましい。計画時点で

撤去費を正確に見積もることは困難であるため、更新需要の金額に対して一

定の割合を計上する等の手法を採用することも有効である。その際、各事業

体における撤去実績を収集・整理しておくことで、事業体の実態を踏まえた

撤去費設定が可能となる。 
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○ 更新時期情報 

・ 更新時期は、できる限り、「2-2.水道施設の診断と評価」に示したように現有

の施設の機能診断等を踏まえて設定する。 

・ 更新時期を検討するための情報として過去の故障履歴、更新履歴等の情報を

収集・整理しておく。 

 更新需要見通しの検討において資産の現状把握として必要な基礎データ等について

は、「３．マクロマネジメントの実施 3-2.更新需要見通しの検討」及び「第Ⅲ編 ア

セットマネジメント手法の検討事例」の「3-1.資産の現状把握」等を参照する。 

 資産の実績データ等の整理結果は、「簡易支援ツール」を参考に、「様式 2-1 構造物及

び設備の取得年度、帳簿原価等」、「様式 2-2 管路の布設年度別延長」に記入する。 

②財政収支見通しの作成に必要となる情報 

・ 財政収支見通しの作成に必要となる情報は、収益的収支、資本的収支、貸借対

照表の実績等であるが、これらは決算書や総務省へ報告する決算統計から入

手することができる。 

・ 将来の財政見通しを検討するためには、企業債残高に対する償還見通し(元金、

利息)、現有資産についての減価償却費の見通しが必要となる。 

 財政収支見通しの検討において必要な基礎データ等については、「３．マクロマネジ

メントの実施 3-3.財政収支見通しの検討」及び「第Ⅲ編 アセットマネジメント手

法の検討事例」の「3-5.財政収支見通し（更新財源確保）の検討」等を参照する。 

 財政に関する基礎データ等の整理結果は、「簡易支援ツール」を参考に「様式 9 財政

収支」に記入する。 

 

【参考文献】 

1) 水道施設更新指針,平成 17年 5月,日本水道協会 

2) 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン,令和 5年 3月, 厚

生労働省 

3) 水道維持管理指針 2016,平成 29年 3月,日本水道協会 
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1-2. データベース化 

◆日常的活動において収集・整理された各種情報をデータベース化しておくと、デ

ータの管理作業負担が軽減され、利用の効率化・高度化が可能となる。 

◆水道施設のデータベースは、水道施設の維持管理及び計画的な更新のみならず、

災害対応、広域連携や官民連携の推進等の各種取組の基礎となるものであり、適

切に作成及び保存する。 

◆データベースの情報の更新作業を着実に行う。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・水道システムを構成する資産は膨大な数である。水道施設の劣化状況を把握する点

検を含む維持・修繕を行うことや、計画的な施設更新への活用を目的として、平成

30年の水道法改正に伴い水道施設の台帳の整備が義務化された。 

・従来の紙ベースでの記録を電子化し、あるいは、データベースシステムを構築して

いる事例が増えている（設備管理システムやマッピングシステム等）。 

・帳票等を作成して台帳等紙ベースの形態で管理する方法は、データ量の少ない場合

には管理可能であるが、量の増加、帳票更新の頻発、管理項目の追加・変更には対

応が困難な状況に陥る可能性が大きい。とくに管路情報に関するデータは量が膨大

になることが多い。 

・また、複数の担当者による登録・更新作業を行う場合の管理が困難であること、保

管場所の確保や紙の劣化等の対策が必要であること等、様々な課題がある。 

・このような紙ベースでの管理に対し、データベースによる電子データ管理は、シス

テム化を行ってシステム管理ルールを定めておけば、データの統一性、信頼性、セ

キュリティ面のレベルアップが可能となる。また、膨大なデータからの素早い検索

が可能で、２次加工したデータ情報の再利用が容易である等様々な利点があり、ア

セットマネジメントを実践していく上で強力なツールになる。 

・特に管路情報については、過去に地震が発生した被災地において管路情報が紙媒体

で管理されていた事例があり、被災地を支援していた上下水道事業者がそれらの情

報を速やかな復旧活動に活用することが困難な場合があった。紙媒体のみで管路施

設の情報管理が行われている状況を早急に解消する必要がある。 

・さらに、仮に情報が電子化されていた場合でも、事業者によって管理されている情

報の仕様が異なると、災害対応のみならず広域連携や DX 技術の開発・導入におい

て妨げとなる事例もある。円滑にデータ共有ができるよう、標準仕様の普及を進め

る必要がある。 
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(2) 留意点 

・アセットマネジメント（資産管理）のレベルアップの方法として、収集情報のデー

タベース化がある。 

・収集・整理された情報は、データベース化することによって、ミクロマネジメント、

マクロマネジメント、あるいは利用者等への情報提供の場面における各種基礎情報

利用の効率化・高度化を図ることが可能となる。 

・ただし、このような検討を行うために必要なデータの収集・整理、データベース化

等には、一般に長い期間と多額の費用を要することから、現在利用可能な情報や実

施体制等を勘案して、比較的短期間で対応できる範囲で取り組みを実施し、順次レ

ベルアップすることが重要である。 

・なお、データベース化すべき情報の種類・項目、データベース化に当たって検討す

べき事項等具体的な内容については、当該事業体の実態を踏まえて個別に検討し、

データベース仕様を決定する必要がある。 

 

(3) 実施方法 

1) 方針 

・当初から理想的なデータベースシステム構築を目標とせずに、段階的な機能向上を

図る。ただし、必要情報の整備は重要であることから、構築目標期間を予め定めて

おく。 

・アセットマネジメントに係る業務の現状分析（問題点把握）とシステム化を前提と

した新しい業務フローの検討に基づき、確実なデータ更新、利用に伴うデータ精度

の向上等、持続可能性が担保された全体システム設計（将来像）とする。 

・データベースは、機能別にいくつかの小規模なデータベース（サブシステム）に分

けて段階的に構築する。 

・施設（構築物・設備・管路）データや財務データ等は、既存システムにおいて一部

データが既に電子化され特定のファイル形式によるデータ管理が行われている場

合もあり、その場合は既存システムとの円滑な統合方策についても検討する。 

・データベースシステムの管理担当者の利用のみを想定するのではなく、２次加工で

の利用者も含めた利活用の普及も視野に入れた検討が必要である。 

・構築したデータベースを適切に運用していくためには、工事等発注の段階から対象

施設（構築物・設備・管路）の分類や項目等がデータベースと整合するように、運

用体制や運用方法を考えておく必要がある。 

 

2) 検討手順例 

・データベースシステム構築の手順例（施設データベースを先行的に構築する例）を

以下に示す。 

① 全体システムの将来像の検討 
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  事例調査や組織内での業務改善要望をヒアリング等により調査する。最終的

なシステム化範囲や要求機能を将来像として描き、システム化範囲や機能水準

等の段階的な整備方針と期間別事業概要を定める。 

② システム化対象施設の選定 

  各施設（構築物・設備・管路）の重要性、資産額、補修・更新費用、維持管

理の効果を踏まえ、アセットマネジメントの検討対象施設（設備）を抽出する。 

③ データ管理状況の把握 

  既存の各種管理システム（台帳システム、管路システム、固定資産管理シス

テム等）及び浄水場等毎に整理していると思われる構築物・設備の諸元、補修・

改良履歴及び取得価格（帳簿原価）等の情報を収集し、管理単位の相違等、ア

セットマネジメントの基礎データとしての整備状況を把握する。 

④ データベースシステム整備方針の検討 

  現在のデータ管理状況を踏まえ、アセットマネジメントを実施していくため

のデータベースシステム整備方針を検討する。検討内容としては、以下の事項

等が考えられる。 

✓ 更新、修繕計画の検討方法 

✓ 対象とする施設の単位（ロットもしくはアイテム） 

✓ 当初機能、追加機能の内容 

✓ システム稼働後におけるデータ入力方法 

✓ システムのハードウェア構成、配置、通信方法 

✓ システムのソフトウェア選定 

⑤ データベースシステムの設計 

整備方針にしたがって、アセットマネジメント用データベースを設計する。具

体的な検討内容は、検討対象施設の諸元及び修繕・補強履歴に関するデータ項目

やその構造、必要となる集計機能やシミュレーション機能の入力、表示方法に関

する設計等である。 

⑥ データモデルの実装 

データベースの開発ツール等を用いて、データモデル（個々の値を収録する受

け皿と受け皿同士の関連等）を定義する。 

⑦ 機能の実装 

各種の検索機能、集計機能、シミュレーション機能等についてプログラミング

し、単体テストを行う。 

⑧ 初期データの登録 

各種管理システムのデータや各種診断結果のデータ等を、データモデルに合わ

せて前処理を行ったのち、データベースに収納する。また、デジタルデータとし

て準備できないものについては、スキャンデータの変換や手入力により対応する。 

⑨ システムの調達 

ハードウェア及びデータベースのパッケージ等を調達する。 
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⑩ システムの設置・調整 

現地にシステムを搬入、設置した後、必要なネットワーク設定等を行い、運用

テストを実施する。 

⑪ 操作研修 

システムの操作研修及び運用研修を実施し、普及促進を図る。 

 

また、厚生労働省は「簡易な水道施設台帳の電子システム導入に関するガイドライ

ン（平成 30年 5月）」を策定している。このガイドラインでは、水道施設台帳の電子

システムの導入について検討している事業者が、電子システム整備にかかる費用（初

期導入・運用保守の概算費用）やシステム導入までに要する期間、並びに管理する情

報や最低限構築できる基本機能、ハードウェア構成等の仕様、その他の留意点につい

て整理している。 

 

3) 水道標準プラットフォームの活用 

データベース構築の際には、国土交通省が導入を推進している水道情報活用システ

ムの導入も検討されたい（図Ⅱ-1-1）。 

水道情報活用システムは、水道事業者等が有する水道に関する設備・機器に係る情

報や事務系システムで取り扱うデータを標準化することで、データを横断的かつ柔軟

に利活用できる仕組みのことである。データを標準化することで、災害時等、事業者

間でデータの共有が必要となった際に、データの移行をスムーズに行うことができる。 

 

 

図Ⅱ-1-1 水道情報システム利用イメージ 

 

【参考文献】 

1) 水道維持管理指針 2016,平成 29年 3月,日本水道協会 

2) アセットマネジメント導入への挑戦,土木学会,平成 17年 11月 
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3) 簡易な水道施設台帳の電子システム導入に関するガイドライン,平成 30年 5月,厚

生労働省 

4) 上下水道 DX 推進検討会最終とりまとめ,国土交通省上下水道 DX 推進検討会, 令

和 7年 5月 

5) 水道情報活用システム導入の手引き,平成 31年 4月,経済産業省・厚生労働省 
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2. ミクロマネジメントの実施 

2-1. 水道施設の運転管理・点検調査 

◆施設の診断と評価、更新需要見通しの作成に当たって、施設の維持管理（運転管

理・点検調査）に関する情報が必要である。 

◆運転管理や点検調査といった維持管理活動を通じて、施設状態の把握と点検調

査データの蓄積を行う。 

◆点検対象の施設は、施設の重要度や供用後の経過年数を勘案して、優先すべき

施設を定め、施設の状態に応じて頻度、項目を定めて点検調査を実施する。 

◆収集した点検調査データは、管理台帳や情報管理データベースに蓄積し、その

後の施設の診断と評価や優先度評価等に活用する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・水道施設の日常的な運転管理から、施設の状態を把握する。また、定期的な点検に

より劣化の進行等を確認する。 

・このような点検調査は、水道施設の稼働状況の確認だけではなく、事故や故障の予

兆を発見する上で重要である。 

・また、長期間蓄積された点検データは、水道施設の劣化状況、故障、事故の傾向等

を知るための基礎データとなる。 

 

(2) 留意点 

・水道施設の劣化状況は、実際には、材料や工法等の施設そのものの特性や施設が置

かれている設置環境等により異なり、必ずしも経過年数のみからは判断できない。 

・このことから、点検調査を効率的、継続的に実施し、データを蓄積し、利用可能な

状態で保管しておくことが必要である。 

・また、点検調査により得られた施設状態（異常の有無と程度）のデータは、管理台

帳や情報管理データベースに蓄積し、その後の施設の診断と評価や更新等の対策実

施優先度の評価等に有効に活用する。  
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(3) 実施方法 

1) 点検調査 

点検調査の具体は、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライ

ン」「水道維持管理指針 2016」、「水道施設更新指針」、「水道施設機能診断の手引き」

等を参考図書とする（表Ⅱ-2-1、表Ⅱ-2-2）。 

 

【参考】水道維持管理指針 2016での記述（P.24） 

 

 

（点検対象施設） 

・点検対象施設は、水道施設全体であるが、建設後の経過年数、重要度、過去の

点検・補修履歴等により点検内容が異なる。 

・重要な施設は、日常的に点検し、劣化状況等の異常が見られる場合には、緊急

対応的な補修、精密・頻繁な点検調査、又は診断等を実施する。 

 

（点検調査の種類） 

・日常点検：一定の周期で、目視等により点検を行う（周期例：1 日から 1 ヶ月

程度）。 

・定期点検：機能（機器等）を停止させて、外部からの点検や簡易な整備を行う

（周期例：3ヶ月から 1年程度）。 

・精密点検：必要に応じ機器の分解点検等を行い、部品の交換等の処置を行う（周

期例：数年）。 

 

（点検調査の方法） 

・目視（五感調査）、打撃検査、オーバーホール、超音波検査、ＴＶカメラ調査等

がある。 

・施行規則では「目視又はこれと同等以上の方法その他適切な方法」で点検を行

うこととされている。効率性や客観性を重視し、新技術の活用を積極的に検討

することが望ましい。特に、無人航空機（ドローン）や遠隔操作型無人潜水機

（ROV）の映像等、目視点検の代替となり得る測量調査技術が目覚ましい発展を

見せており、積極的に活用することが望まれる。 

・具体的な新技術の活用事例として、国土交通省では「上下水道 DX 技術カタロ

グ」、水道技術研究センターでは「水道における新技術事例集」がとりまとめら

れている。 

 

 

故障記録や点検記録等データの収集・整理のルール等を作り、統計分析やデータベース化を行

い、情報の共有化を図る。また、集積されたデータを運転管理における設備等の状態把握、診

断・評価のほか、施設の更新計画立案の際にも活用することが重要である。 
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（点検項目と点検内容） 

・劣化状況：ひび割れ、剥落、変形、腐食、傾き等。 

・異常発生：騒音、振動、発熱等。 

・機能低下：動作不良、制御不能、機能停止等。 

 

表Ⅱ-2-1 点検調査項目 

更新の目的 更新理由 施設の状態 備考 

安定給水の確

保 

老朽化 【土木・建築】 

亀裂、浮き、剥落、変形、中性化、鉄筋腐

食、強度低下、沈下、傾き、ジョイントの

開き、漏水等 

 

  【機械設備】 

破損、変形、腐食、磨耗、騒音、異音、振

動、発熱、運転不能、機能低下、動作不良

等 

 

  【電気・計装設備】 

破損、断線、絶縁劣化、動作不良、漏電、

発熱、腐食、運転不良、制御不能、欠測等 

 

 水量・水圧の低下 水量不足、水圧不足、水圧変動等  

安全性の確保 水質低下 水質汚染物質の検出、残留塩素異常、凝集

処理不良（濁度上昇、ｐＨ異常）、異臭味の

発生、赤水等の発生、異物の混入等 

 

事故・災害対策 耐震性不足 大規模地震発生で、破損、倒壊、落下、不

同沈下、浮上、建物と管路の接続、液状化

による傾き等を受ける 

 

 容量不足 貯留量が少ない  

 電源信頼性が低い 停電  

 システム信頼性が低

い 

事故や災害で水道システムが全停止する  

 破損・故障 運転不能、能力低下、制御不能、漏水、潜

在的リスクの顕在化等 

 

品質管理の充

実 

維持管理の低下 維持管理費の増大、維持管理不能、技術の

陳腐化等 

 

 維持管理レベルの向

上 

維持管理費の縮減、作業性の向上等  

 水質レベルの向上 安全でおいしい水の供給  

 環境保全対策 地球温暖化防止、廃棄物の排出制御、公害

防止等 

 

出典：水道施設更新指針 
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表Ⅱ-2-2 各施設の点検調査 

施設 保全業務 

ダム ダム操作、弁扉の点検、堆砂測量、堤体の計測、点検・整備 等。 

取水堰 取水堰操作、堆砂排除、ゲート巡視・点検 等。 

導水管・渠 スクリーン・路線・弁類の巡視・点検、漏水調査、修理、管内状況調査・洗浄

作業、管体腐食度調査、防食設備の点検 等。 

浄水場 機械・電気・計装・監視制御設備の定期点検・整備、計器の点検・整備、薬品

貯蔵量の把握、ろ層の点検、削り取り作業、砂の入れ替え、スラッジ・浄水発

生土の処理、ポンプの点検・整備、保安設備の点検・整備 等。 

配水池 

（配水塔等） 

計器の点検・整備、塗装の状態点検・補修・塗り替え、清掃、漏水調査（本体、

管類等）、弁類等の点検・整備、付帯設備・保安設備の点検・整備 等。 

送・配水管 栓弁類の点検、水管橋・橋梁添架管の塗装、漏水調査、修理、管内状況調査・

洗浄作業、管路の巡視、他工事立会い、管体腐食度調査、防食設備の点検、水

質測定・流量計等の計器の点検・整備、水圧・水質測定 等。 

給水装置 漏水調査・修理、メータ（満期、異状）取替え、鉛管調査・取替え 等 
出典：水道維持管理指針 2016 (一部改変) 

 

2) 点検データの蓄積方法 

・点検調査によって収集した点検データは、可能であれば電子化を行い、地図化、経

年分析や原因分析等を行いやすいようにデータの蓄積を行う。 

 

3) 点検データの分析 

・点検調査によって収集した点検データを用いて、経年変化を把握し、当該施設の状

態の推移を監視するとともに、例えば経過年数との関連等の劣化傾向を分析する。 

・故障等が発生した場合には、要因データ等を用いて原因分析を行い、例えば更新時

期の見直しを行う等、今後の施設管理の基準作りに活用する。 

 

4) 更新需要見通しの検討への活用 

・運転管理・点検調査から得られた情報は、更新優先度の評価や更新時期の設定に活

用する。 

・例えば、設置から故障までの期間を集計して、更新時期の設定に利用すること等が

考えられる。 

 

【参考文献】 

1) 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン,令和 5年 3月, 厚

生労働省 

2) 水道維持管理指針 2016,平成 29年 3月,日本水道協会 

3) 水道施設更新指針,平成 17年 5月,日本水道協会 

4) 水道施設機能診断の手引き,平成 17年 4月,厚生労働省健康局水道課 
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2-2. 水道施設の診断と評価 

◆水道施設の更新時期を判断するための情報収集として、診断を実施する。 

◆施設の評価は、機能診断等に基づき、対応策を必要としない健全な状態から、直

ちに更新を必要とする状態まで、いくつかのランクに分けて評価する。 

◆施設の機能診断とともに、当該地域で想定される地震動に対する耐震診断等によ

り耐震性能評価を行い、耐震化対策の必要性を検討する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・一般に施設の寿命は一律に定められるものではなく、当該施設の立地条件や使用環

境等によって異なる。このため、更新時期の設定に当たっては、できるだけ機能診

断等に基づき施設の状態の評価を行い、その評価結果を踏まえて最適な更新時期を

定めることが重要となる。 

・更新に際しては、既存施設の有する機能が維持されることが前提となるが、更新時

に新たな機能を付加し機能向上させる（例えば、更新に併せて浄水処理方法を高度

化する等）場合は、その機能向上を加味した更新時期の設定や更新需要の算定を行

う必要がある。 

・また、水道施設は、地震が発生した場合においても生命の維持や生活に必要な水を

安定して供給する必要があるため、施設の耐震化を図ることにより地震被害の発生

を抑制することが重要である。 

・このため、機能診断に加えて、既存施設の耐震診断等によりその耐震性能を評価し、

これらの評価結果を、耐震化の観点からの早期の更新の必要性の検討や、個別施設

ごとの適切な更新時期（耐震化時期）の設定等に最大限活用することが重要となる。 

 

(2) 留意点 

・施設の状態の評価は、当該事業の特性に応じて、「水道施設機能診断の手引き」又は

「水道施設更新指針」等を参考図書とし、機能診断等を行うことにより、対応策を

必要としない健全な状態から、直ちに更新を必要とする状態まで、いくつかのラン

クに分けて評価する。水道施設更新指針によると、更新の必要性は、水道施設の物

理的機能、能力の劣化が大きな理由であり、表Ⅱ-2-3のような診断によって、更新

の必要性や更新時期を検討することとされている。 

・施設の耐震性能評価の考え方は、「水道の耐震化計画等策定指針」に準拠し、耐震診

断の具体的手法及び判断基準等については、「水道施設耐震工法指針・解説 2022年

版」のほか、各種技術書を参考にして行う。 
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表Ⅱ-2-3 物理的診断の例 

種  別 現         象 

１）技術的問題点の分析  

 ①水道施設等の構造の劣化 母材が弱くなる（コンクリート、管路）、設備機器の劣化 

 ②能力の増強又は適正化 能力が足りない（浄水能力、配水能力） 

 ③性能の劣化又は不足 ろ速があがらない、ポンプ等の定格運転ができない 

 ④効率化又は管理体制 自動化できない、人手を要す、運転コストがかかる 

 ⑤安全・安定性又は持続性 このままでは劣化が進行するので使えない 

２）新たなニーズ 原水の水質変化に対応できない、より安全でおいしい水 

３）将来の環境対策 自然流下、省エネルギー、CO2の低減化 

４）リスク管理の対応 地震時の給水、復旧、テロ等の危機管理、事故時の対応 

５）ライフサイクルコスト 将来の維持管理を考えて効率化、メンテナンスフリー 

出典：水道施設更新指針 

 

(3) 実施方法 

・診断手法については、それぞれの専門書によることとし、ここでは機能診断及び機

能診断の概要を解説する。 

1) 機能診断 

（評価手法） 

・水道施設の評価手法に関する主な技術書としては、「水道施設機能診断の手引き」、

「水道施設更新指針」がある。両者の特徴は表Ⅱ-2-4のとおりである。 

・事業体の特性等に応じて、「水道施設機能診断の手引き」の評価手法と「水道施設更

新指針」の評価手法のいずれか（あるいは両方）を選択する。 

 

表Ⅱ-2-4 水道施設機能診断の手引きと水道施設更新指針 

 水道施設機能診断の手引き 水道施設更新指針 

主な対象 ・大・中規模水道事業体 

・自ら更新計画を立てることが可能 

・小規模水道事業体 

・自ら更新計画を立てることが困難 

・施設の機能を技術的に診断することが困難 

目的 ・計画策定の前提として、自ら施設の機

能を客観的に評価、診断するために活

用する 

・議会や需要者に、施設更新の必要性を説明

するための資料作成を支援する 

・事業体職員が更新の必要性を概括的に評価

して更新計画を作成する 

評価方法 

 

(技術面

からの診

断方法) 

・主として、技術的側面から評価 

 

・主要施設毎にその機能を詳細な評価

指数を用いて数値化し、評価点の低い

施設を抽出し、機能満足度を判定 

・施設の耐用年数、過年数等の一般的な数値

に基づいて施設更新の必要性を評価 

・技術の面については、個々の施設を実際に

細かく診断はしない 
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（施設の機能の評価例） 

・「水道施設更新指針」では、特別な調査（データ収集）を行わずに、施設・管路の状

態を判定する手法が示されている。個別施設・管路の状況の反映が限定されるとい

う短所はあるが、簡便であることから同一の視点で（同じものさしで）全施設を比

較評価することができる。 

・例えば、管路については、布設年度・管種・口径・ライニング有無等の情報から、

施設の劣化状況を物理評価点数として判定することが可能である。 

・「水道施設更新指針」による水道施設の総合評価点数と、そのランク評価（例）を表

Ⅱ-2-5に示す 。 

表Ⅱ-2-5 水道施設の総合評価（例） 

総合物理的評価点数（Ｓ）（点） 総合評価 

76～100 健全 

51～75 一応許容できるが弱点を改良、強化する必要がある 

26～50 良い状態ではなく、計画的更新を要する 

0～25 きわめて悪い、早急に更新の必要がある 

出典：水道施設更新指針 

 

（管路の診断方法） 

・「水道施設維持管理指針 2016」では、管路の診断方法を、間接診断と直接診断に分

類している。 

➢ 間接診断は、日常の維持管理業務によって得られる苦情、事故とその修繕記

録及び水量・水圧・水質に関する記録等を基に管の機能低下とその原因要素

との関係を分析し、将来の変化を予測する方法である。事故率、使用年数、

苦情件数、漏水量、地震時被害率等を用いた診断方法がある。 

➢ 直接診断は、管路を直接調査して機能を測定評価する方法で、最も信頼性の

高い手法である。間接診断だけで管路機能の劣化状況を診断できない場合に

実施する。 

・また、近年では管路の間接診断にＤＸ技術を導入する検討が進んでいる。点検・診

断データや事故データ等と地形・地質等の環境ビッグデータを合わせ管路の状態を

評価する技術や、人工衛星を用いて漏水箇所をスクリーニングする技術が存在し、

「DX を用いた漏水調査等のスクリーニング技術についての導入の手引き」を参考

にすること。これら新技術について、国土交通省が「上下水道ＤＸ技術カタログ」

にとりまとめているので、参考にすること。 
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【参考事例】 

◆ 既往の水道施設の診断法 

（出典：水道施設更新指針） 

①土木構造物 

・水道施設の土木構造物は、基本的に「物理的（老朽化）評価」により診断する。 

〈総合評価式〉 
6

CSLNY SSSSSSS =   

 Ｓ ：総合評価点数、ＳＹ：経年化点数、ＳＮ：コンクリートの中性化度点数 

 Ｓσ：コンクリートの圧縮強度点数、ＳＬ：漏水点数、ＳＳ：耐震度点数、 

 ＳＣ：容量、能力点数 

②機械・電気・計装設備 

・機械・電気・計装設備は、「物理的評価点数（Ｓｂ）」、「機能的評価点数（Ｓｋ）」、「経済的評価

点数（Ｓｅ）」、「社会的評価点数（Ｓｓ）」、「耐震性評価点数（Ｓｑ）」及び「耐用年数（Ｓｔ）」

により総合評価点数を算定し、判断する。 

〈総合評価式〉 
6

tqsekb SSSSSSS =  

③管路 

・管路は、「事故危険度点数（ＳＦ）」、「有効率点数（ＳＥ）」、「水理機能点数（ＳＨ）」、「耐震性

強度点数（ＳＳ）」、「水質保持機能点数（ＳＱ）」の各要素及び「経年化係数（ＣＹ）」を用いて

総合物理的評価点（Ｓ）を算定し、判断する。 

〈総合評価式〉 
5 )()()()()( YQYsYHYEYF CSCSCSCSCSS =  
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2) 耐震診断 

（耐震性能の判断基準） 

・水道施設の耐震性能要件については、「水道施設の技術的基準を定める省令」（第 1

条第 7号に基づくものとする。 

・当該施設が耐震性能要件を満たしているか否かについては、「水道施設耐震工法指

針・解説 2022年版」等を参考に判定する。 

・「平成 18年度管路の耐震化に関する検討会報告書」には、水道管路の代表的な管種・

継手を対象にし、過去の地震における被災データ等の分析に基づいて、管路が備え

るべき耐震性能と管種・継手ごとの耐震レベルの例が示されている(表Ⅱ-2-6)。 

 
【水道施設の耐震性能要件（水道施設の技術的基準を定める省令（抄）】 

（一般事項） 

第一条  水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。  

（略） 

七 施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるととも

に、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものである

こと。  

イ 次に掲げる施設については、レベル一地震動（当該施設の設置地点において発生す

るものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いも

のをいう。以下同じ。）に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル

二地震動（当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最

大規模の強さを有するものをいう。）に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施

設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 

(1) 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設 

(2）配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの 

(3) 配水施設のうち、(2)の施設以外の施設であって、次に掲げるもの 

(ⅰ) 配水管のうち、給水管の分岐のないもの 

(ⅱ) 配水管のうち、災害その他非常の場合における確実な給水を確保する必要性が

高い施設に給水する給水管が分岐して設けられたもの 

(ⅲ) (ⅰ)又は(ⅱ)に該当する配水管に接続するポンプ場 

(ⅳ) (ⅰ)又は(ⅱ)に該当する配水管に接続する配水池等（配水池及び配水のために

容量を調節する設備をいう。以下同じ。） 

(ⅴ) (ⅰ)に該当する配水管を有しない水道における最大容量を有する配水池等

((ⅳ)に該当するものを除く) 

ロ イに掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であっ

て、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 
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表Ⅱ-2-6 水道管路等の耐震適合性 

管種・継手 

配水支管が備え
るべき耐震性能 

基幹管路が備えるべき耐震性能 

レベル 1 地震動
に対して、個々に
軽微な被害が生
じても、その機能
保持が可能であ
ること。 

レベル１地震動
に対して、原則
として無被害で
あること。 

レベル 2 地震
動に対して、
個々に軽微な
被害が生じて
も、その機能
保持が可能で
あること。 

ダクタイル鋳鉄管（NS 形継手等） ○ ○ ○ 

ダクタイル鋳鉄管（K 形継手等） ○ ○ 注１） 

ダクタイル鋳鉄管（A 形継手等） ○ △ × 

鋳鉄管 × × × 

鋼管 ○ ○ ○ 

配水用ポリエチレン管 

（融着継手） 注２） 
○ ○ 注３） 

水道用ポリエチレン二層管（冷間継手） ○ △ × 

硬質塩化ビニル管(RR ロング継手 注４) ○ 注５）  

硬質塩化ビニル管（RR 継手） ○ △ × 

硬質塩化ビニル管（TS 継手） × × × 

石綿セメント管 × × × 

凡例 ○：耐震適合性あり、×：耐震適合性なし、△：被害率が比較的に低いが、明確に耐震適合性ありとし難いもの 

注１）：ダクタイル鋳鉄管（K 形継手等）は、埋立地等悪い地盤において一部被害は見られたが、岩盤・洪積層等において、低

い被害率を示していることから、良い地盤においては基幹管路が備えるべきレベル 2 地震動に対する耐震性能を満たす

ものと整理することができる。 

注２）：配水用ポリエチレン管（融着継手）の使用期間が短く、被災経験が十分ではないことから、十分に耐震性能が検証され

るには未だ時間を要すると考えられる。 

注３）：配水用ポリエチレン管（融着継手）は、良い地盤におけるレベル 2 地震（新潟県中越地震）で被害がなかった（フラン

ジ継手部においては被害があった）が、布設延長が十分に長いとは言えないこと、悪い地盤における被災経験がないこ

とから、耐震性能が検証されるには未だ時間を要すると考えられる。 

注４）：硬質塩化ビニル管（RR ロング継手）は、RR 継手よりも継手伸縮性能が優れているが、使用期間が短く、被災経験もほ

とんどないことから、十分に耐震性能が検証されるには未だ時間を要すると考えられる。 

注５）：硬質塩化ビニル管（RR ロング継手）の基幹管路が備えるべき耐震性能を判断する被災経験はない。 

注６）：上記の表は、「平成 18 年度 管路の耐震化に関する検討会報告書」に掲載された表をまとめたものである。詳細は、同

報告書を参照する。 

 

※「平成 18 年度 管路の耐震化に関する検討会報告書」を基に作成 
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（構造物及び設備の耐震診断） 

・耐震性能は、「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」に記載されている手法等を

参考にして評価を行う。 

・耐震診断の対象施設について、「水道の耐震化計画等策定指針」では、「施設の耐震

診断方法としては、土木構造物等を対象としてチェックシート等を用いて簡易な診

断を行う簡易耐震診断、構造計算等により施設の耐震性を詳細に診断する詳細耐震

診断がある。（中略）しかし耐震診断方法が詳細になる程、耐震性判定の精度は高く

なるものの、労力が必要となる。したがって、耐震診断は段階的に行うことが効果

的であり、簡易耐震診断を行って対象を選定した上で詳細耐震診断を行う、あるい

は基幹施設等のみを優先して行う等により進める必要がある。」とされている。 

・「浄水施設簡易耐震診断の手引き」では、取水・導水施設、浄水施設、送水・配水施

設の耐震性能について、簡易耐震診断方法を示しており、１次診断として利用する

ことができる。 

 

（基幹管路等の耐震診断） 

【水源～浄水場、浄水場～配水池等、配水池等～重要施設間の重要管路】 

・水道施設の耐震化は重要かつ優先すべき課題であるが、特に管路は延長が膨大

であること、公道下に埋設され工事に制約を受けることから全てを早期に耐震

化することは、時間的・金銭的に困難である。 

・このため、破損した場合の給水への影響、2 次災害の可能性等を勘案し、重点

化・効率化が必要である。 

・一般に、水道システムの上流部に位置する導水管や送水管や口径の大きい管は、

被災した場合、その影響が広範囲にわたることから重要度が高いといえる。ま

た、配水管の管種のうち、古い規格の管は耐震性を有していない可能性が高い。 

・また、耐震化は水道単独ではなく、上下水道一体で推進する必要がある。急所

施設や避難所・病院等の重要施設の選定や耐震化の計画策定においては、関係

する水道事業者等と下水道管理者が相互に調整を行いながら計画する。 

【水管橋等】 

・河川横断部や軌道・道路の横断部で水管橋を設置している場合がある。水管橋

が地震等で破損した場合、漏水により周辺への 2 次災害の可能性があるほか、

復旧工事も長期間となる。また、一般的に、水管橋のような特殊構造物は、代

替ルートがない（少ない）場合もある。 

・このため、水管橋の耐震診断は、優先的に実施する必要がある。 

・伏せ越し等、鉄道等の軌道横断部でも、漏水等が発生した場合、同様に交通へ

の影響や復旧の長期化が懸念されるので、耐震診断を優先的に実施する必要が

ある。 
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（水道施設の危機耐性） 

・「水道施設耐震工法指針・解説 2022年版」では、耐震設計において水道施設が満た

すべき性能を、使用性、復旧性、安全性、危機耐性の４つとしている。 

・安全性とは、災害時等でも水道施設に大きな損傷を生じさせない性能である。しか

し、水道施設は、仮に安全性が損なわれた場合でも、直ちに危機的状況に陥ること

を避けなければならないものであり、この性能を危機耐性として設定している（図

Ⅱ-2-1）。 

・危機耐性による対応は、個々の施設、設備での対応のほか、施設全体での対応、事

業全体での対応等が挙げられる（図Ⅱ-2-2）。 

 

 

図Ⅱ-2-1 危機耐性の概念 

※ 水道施設耐震工法指針・解説 2022 年版より引用 

 

 

図Ⅱ-2-2 危機耐性の段階別対応と対応（例） 

※ 水道施設耐震工法指針・解説 2022 年版より引用 

 



第Ⅱ編 各論～アセットマネジメント（資産管理）の実践手法 

 

 Ⅱ－26 

3) 更新需要見通しの検討への活用 

・機能診断・耐震診断の結果は、更新優先度の評価や更新時期の設定に活用する。 

・例えば、耐震診断結果に応じて補強の要不要を判断することや、耐震化を推進する

観点から、更新時期を前倒し（耐震化の早期実施）等を決定することが考えられる。 

・また、機能診断に基づく評価の結果、必要な補修等を実施することにより法定耐用

年数経過後も一定期間は継続使用（延命化）が可能と判断される場合や補強により

耐震性能を確保できると判断された場合には、更新時期の設定に反映させるととも

に、補修費・補強費を更新需要として計上する。 

 診断に基づく更新需要の見直し手法については、「第Ⅲ編 3-4.状態監視保全に基づ

く更新需要見通しの検討」を参照。 
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3. マクロマネジメントの実施 

3-1. 検討手法の選定 

◆マクロマネジメントの実施に当たっては、まず、現状の基礎データ等の整備状況

や実施体制といった資産管理水準を自己評価し、検討手法を選定する。 

◆資産管理水準を向上させるための課題を抽出し、改善方策を定め、継続的な管理

水準の向上を図る。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・アセットマネジメント（資産管理）においては、その導入において、データの制約、

診断や評価の実施体制等が課題となることが多い。しかしながら、基礎データの不

足等を理由にして、長期の更新需要・財政収支に関する見通しを持たずに短期的な

計画を策定し、更新事業の実施や料金改定等を行うことは、施設・財政両面におけ

るリスクを先送りしながら事業を行うこととなり、将来の潜在的なリスクが増大し、

安定的な事業運営・経営に支障をきたすおそれがある。 

・一方で、これまで水道事業は固定資産台帳等を整備して資産管理を行ってきており、

一定の手法により更新需要等の算定は可能な状況にある。 

・このような状況を踏まえると、目指すべき資産管理の水準は念頭に置きつつも、初

めから完璧を目指すのではなく、自己の水道事業における資産の各種データ整備状

況等を自己認識した上で、アセットマネジメント（資産管理）に着手し、その実践

を行っていく中で、基礎データ整備等について継続的に改善することにより、資産

管理水準を段階的に向上させていくことが重要となる。 

 

(2) 留意点 

・本手引きでは、全ての水道事業者においてマクロマネジメントが実践できるように、

マクロマネジメント（更新需要・財政収支見通し）の検討手法を複数示しており、

基礎データの整備状況等に応じて、いずれかの検討手法を選択し実践することによ

り、長期の更新需要及び財政収支見通しを定量的に把握できるようにしている。 

・更新需要見通しの検討手法は、「①現有資産の全更新を前提とした検討手法」と「②

施設の規模及び配置の適正化を考慮した検討手法」に大別できる。 

①現有資産の全更新を前提とした検討手法 

・この検討手法は、現有資産を全て更新することを前提として、過去の更新履歴や診

断と評価に基づいて更新需要を算定する検討手法であり、将来の更新需要のピーク

や規模を把握する上で、基本となる手法である。 

・手引きでは、基礎データの整備状況に応じて、標準的な手法を１種類（標準型）簡

略的な手法を２種類（簡略型）示しており、現状の資産管理水準を自己診断し、現

時点において実施可能な検討手法を選定する。なお、簡略化した手法を選定した場

合には、改善方策を検討し、管理水準向上の道筋を明らかにしておくことが重要で
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ある 

②施設の規模及び配置の適正化を考慮した検討手法 

・この検討手法は、現有資産を全て更新することを前提とせず、今後の需要の動向に

応じた施設の規模及び配置の適正化も考慮した上で更新需要を算定する検討手法

であり、①の検討手法のうち、標準型をベースにして、さらに詳細に検討する手法

（詳細型）である。 

・具体的には、水需要の減少や施設利用率の低下を背景とした、施設の統廃合や分散

型システム導入による水道施設の配置の適正化や、施設のダウンサイジングによる

規模の適正化が挙げられる。 

 

(3) 実施方法 

1) 更新需要の検討手法の選定 

・更新需要を算定するためのデータの整備状況等を自己診断し、検討手法を選定する

（図Ⅱ-3-1）。 

① 固定資産台帳等更新需要を算定するための基礎データがあるか 

固定資産台帳等、更新需要を算定するための基礎データがない場合、過去の

投資額や類似施設から更新需要（再取得価格）を推定する（タイプ１）。 

② 基礎データは更新工事と整合しているか 

固定資産台帳はあるが、施設総体で管理している等の理由から、資産区分が

更新単位と整合していない場合、有形固定資産を経過年数（年齢）別に集計し、

そのデータを基に更新需要を推定する（タイプ２）。 

また、管路の布設年度別延長が不明等、データに不足がある場合には、条件

設定や推定により基礎データを作成する。 

③ 施設の規模及び配置の適正化を考慮した再投資価格を算定できるか 

個別の施設・設備の取得年度や取得価格（帳簿原価）のデータがある場合に

は、それを資産単位（資産の明細）の基にして更新需要を算定する（タイプ３）。 

さらに、現行の施設と同じ構成・同規模での更新を前提とするのではなく、

施設の規模及び配置の適正化を考慮した再投資価格を検討し、水道事業として

長期的に必要な投資額を算定する（タイプ４）。 
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図Ⅱ-3-1 更新需要の検討手法に関する自己診断 

 

（アセットマネジメント「簡易支援ツール」の活用) 

国土交通省ホームページにて配布している「簡易支援ツール」では、タイプ３以上

の検討を行うことを想定して様式が準備されている。「様式 2-1 構造物及び設備の取

得年度、帳簿原価等」と「様式 2-2 管路の布設年度別延長」が作成できれば、更新需

要が算定可能である。 

なお、様式 2-1 及び様式 2-2 の作成には、「簡易支援ツール」と同じホームページ

にて配布している、「様式２作成ファイル」を活用することもできる。 

① 様式 2-1が、更新工事の単位で整理できれば、タイプ３の検討手法により更新

需要を算定する（第Ⅲ編 検討事例１を参照）。 

② 管路について、様式 2-2が作成できれば、タイプ３の検討手法で更新需要を算

定する（第Ⅲ編 検討事例１を参照）。 

③ 規模の適正化として、ダウンサイジング後の更新需要の削減額を設定して更新

需要を算定することが可能である。ただし、施設の規模及び配置の適正化の詳

細な検討を行っている場合は、様式 2-1、様式 2-2 の各資産の更新需要を上書

きし、資産全体の更新需要を算定する（第Ⅲ編 検討事例２を参照）。 

 

2) 財政収支見通しの検討手法の選定 

・財政収支見通しは、収益的収支及び資本的収支から、資金残高等の推移を検討する

ことが望ましいが、それが難しい場合には簡略化した手法で検討する（図Ⅱ-3-2）。 

① 更新財源（資本的収支）が検討できるか 

Start

更新需要を算定するための
基礎データがあるか

基礎データが更新工事と
整合しているか

水道施設の規模
及び配置の適正化を考慮した
再投資価格を算定できるか

タイプ１

タイプ２

タイプ３

タイプ４

ない

ある

している

できる

できない

していない



第Ⅱ編 各論～アセットマネジメント（資産管理）の実践手法 

 

 Ⅱ－30 

収益的収支、資本的収支、資金収支等のいずれも検討できない場合、更新需要

を近年の投資額と比較する等により、事業の実施可能性を評価する（タイプＡ）。 

② 収益的収支が検討できるか 

資本的収支は検討可能であるが、収益的収支の検討ができない場合には、資金

収支を検討し、資金残高から事業の実施可能性や更新財源の確保を検討する（タ

イプＢ）。 

③ 更新需要以外の変動要素を考慮して財政収支見通しが検討できるか 

一定の条件設定のもとで、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が可能

である場合、「更新需要見通しの検討」で算定した更新需要に対して簡易な財政

シミュレーションを行い、資金残高や企業債残高を把握する（タイプＣ）。 

さらに、物価・賃金上昇や水需要変動に伴う料金収入の変動等の要素を考慮し

て財政収支見通しの検討を行う（タイプＤ）。 

 

 

図Ⅱ-3-2 財政収支見通しの検討手法に関する自己診断 

 

3) 検討事例の活用と継続的改善 

・本手引きでは、更新需要見通しと財政収支見通しの検討過程が具体的にイメージで

きるよう、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」において、標準型検討

手法（タイプ３Ｃ）を１種類、詳細型検討手法（タイプ４Ｄ）を１種類、簡略型検

討手法（タイプ１Ａ、タイプ２Ｂ）を２種類、計４種類の検討事例を紹介している

（表Ⅱ-3-1）。 

 

start

更新財源（資本的収支）及
び資金収支が検討できるか タイプＡ

できない

収益的収支が検討できるか

できる

タイプＢ
できない

更新需要以外の変動要
因を考慮して財政収支見通

しが検討できるか
タイプＣ

できない

できる

タイプＤ

できる
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検討事例１：タイプ３及びタイプＣ･･･標準型検討手法 

検討事例２：タイプ４及びタイプＤ･･･詳細型検討手法 

参考事例１：タイプ２及びタイプＢ･･･簡略型検討手法 

参考事例２：タイプ１及びタイプＡ･･･簡略型検討手法 

・簡略型検討手法を採用した場合には、改善方法を検討し、その状況にとどまること

なく、早期に標準的検討手法に移行できるよう、資産管理水準の向上を図る（表Ⅱ

-3-1）。 

・これらの検討事例は、同じ水道事業を想定して段階的なレベルアップをイメージし

やすいよう記述を行った。各水道事業者において詳細型検討手法（タイプ４Ｄ）に

よるアセットマネジメントを目指す場合であっても、まずは標準型検討手法（タイ

プ３Ｃ）に基づいた検討を行ったうえで、検討結果を基に発展的な検討を行い、段

階的に詳細型検討手法を実施することが効果的である。 

・ただし、各水道事業者においてアセットマネジメントのために必要となる情報が揃

っている場合は、必ずしも簡略型検討手法（タイプ１Ａ）から順に検討する必要は

無い。水道施設台帳が整備されており、公営企業会計が適用されていれば、当然に

標準型検討手法（タイプ３Ｃ）の適用は可能である。これを受けて、検討事例でも

標準型検討手法（タイプ３Ｃ）から掲載している。 

・また、詳細型検討手法（タイプ４Ｄ）については、施設の規模及び配置の適正化を

検討する必要性やその検討時期、あるいは財政面でより詳細な検討を行う必要性や

その検討時期等に関する状況が各水道事業者等によって異なるため、事業体が個別

に判断する必要がある。 

 

表Ⅱ-3-1 検討手法の組み合わせ 

財政収支見通し 

の検討手法 

更新需要見通し 

の検討手法 

タイプＡ 

(簡略型) 

タイプＢ 

(簡略型) 

タイプＣ 

(標準型) 

タイプＤ 

(詳細型) 

タイプ１ 

(簡略型) 

タイプ１Ａ タイプ１Ｂ タイプ１Ｃ 
 

タイプ２ 

(簡略型) 

タイプ２Ａ タイプ２Ｂ タイプ２Ｃ 
 

タイプ３ 

(標準型) 

タイプ３Ａ タイプ３Ｂ 
タイプ３Ｃ 

 

タイプ４ 

(詳細型) 
   タイプ４Ｄ 

(注)「第Ⅲ編 アセットマネジメントの検討事例」では、ピンク色の検討ケースの検討事例を示している。 
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3-2. 更新需要見通しの検討 

◆ 対象施設の診断と評価結果に基づいて、重要度や優先度を勘案して各施設の更

新時期を検討し、検討期間を 30年以上として、更新需要見通しを作成する。 

◆ 更新時期は、状態監視保全の考え方により、できるだけ診断と評価結果を踏まえ

て設定するものとするが、状態監視が困難な埋設管路等、それによりがたい場合

には時間計画保全の考え方により、法定耐用年数や経過年数等により判断する。 

◆ 更新需要見通しの検討に当たっては、更新を実施しなかった場合も含め可能な

限り複数ケースを検討して、更新需要の発生時期や事業量の妥当性等について

評価するとともに、優先して更新・耐震化すべき施設の抽出等について検討す

る。 

◆ さらに詳細な検討として、長期的な水需要を考慮して、施設の規模及び配置の適

正化について検討し、将来の更新需要を算出する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・新水道ビジョン（平成 25 年 3 月策定）に示されるように、わが国の水道施設はこ

れから大規模更新の時代を迎える（第Ⅰ編 1-1.必要性等を参照）。 

・水道は生活や社会経済活動を支える基盤施設であり、そのため新水道ビジョンでは

「強靭」「安定」「持続」を長期的な政策目標として示し、水道施設の計画的な整備・

更新を行うとしている。 

・必要な更新事業を先送りすることは、将来的な負担を後世に残すことになるため、

水道施設のライフサイクルを勘案して、長期的な視点から更新需要の見通しを作成

することが重要である。 

 

(2) 留意点 

・検討期間は、水道法施行規則第 17条の 4に基づき、30年以上の長期とする。 

・更新需要見通しの検討に当たっては、更新を実施しなかった場合や時間計画保全に

基づく場合、状態監視保全を踏まえた場合、施設の規模及び配置の適正化を考慮し

た場合等様々な検討手法が考えられるが、更新需要は可能な限り複数ケースを検討

し、異なる条件での更新需要を算定する。 

・その検討結果に基づき、更新需要の発生時期や事業量の妥当性について様々な角度

から確認・評価するとともに、耐震化による更新前倒しや診断等に基づく更新時期

の最適化を踏まえた更新需要の平準化等の方策を検討し、更新需要見通しに関する

今後の見通しや課題を把握する。 

・ただし、更新需要の平準化の方策を検討するにあたっては、想定される収入規模を

念頭においた、適切な平準化の範囲を超えた更新需要の先送りを行うことがないよ
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う留意する必要がある。 

・設定した更新需要や更新時期の妥当性を確認するためには、資産の健全度を評価す

ることが有効である。 

・なお、水道施設の機能を維持するための管理方法では、予防保全型を基本とし、劣

化や不具合の予兆が捉えられる場合には状態監視保全、それが困難な場合には時間

計画保全を適用すべきである。 

 

(3) 実施に当たっての基本事項 

1) 検討手法と検討事例との対応 

・更新需要の検討手法として、現有資産の全更新を前提とした検討手法（タイプ１～

３）と施設の規模及び配置の適正化を考慮した検討手法（タイプ４）があり、本手

引きでは、簡略型検討手法を２種類（タイプ１及び２）、標準型検討手法を１種類

（タイプ３）、詳細型検討手法を 1種類（タイプ４）示している。 

・「3-1.検討手法の選定」に示した自己診断に基づき、検討手法を選定する(表Ⅱ-3-2)。 

・なお、簡略型検討手法(タイプ１及び２)を採用した場合には、必要な改善方策を講

じ、早期に標準型検討手法(タイプ３)の検討が可能となるようにする。 

・標準型検討手法（タイプ３）での検討が実施できた後も、詳細型検討手法（タイプ

４）が適用できるよう検討を継続することが求められる。 
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表Ⅱ-3-2 更新需要の検討手法と検討事例との対応 

名 称 検  討  手  法 検討事例と

の対応 

タイプ１ 

(簡略型) 

固定資産台帳等がない場合の検討手法 

• 更新需要を算定するための基礎データ(建設年度、帳簿原価等)が全く整備され

ていない場合、過去の投資額や類似施設の情報等を基に更新需要を算定する。 

第Ⅲ編の参考

事例２を参考

とする。 

タイプ２ 

(簡略型) 

固定資産台帳等はあるが更新工事と整合が取れない場合の検討手法 

• 固定資産台帳等で資産の建設年度別（年齢別）の資産額（帳簿原価）は把握で

きるが、台帳における施設の区分が更新工事の単位(ロット)と整合していない

場合、資産を経過年数（年齢別）に集計した結果を用いて更新需要を算定する。 

• 現有の資産（例えば管路）のデータは保有しているが、布設年度別延長等、一

部のデータが不足している場合には、過去の建設改良費等のデータを使用して、

不足するデータを推計する。 

第Ⅲ編の参考

事例１を参考

とする。 

タイプ３ 

(標準型) 

更新工事と整合した資産のデータがある場合の検討手法 

• 構造物・設備の取得年度や管路の布設年度別延長データ等を基に、法定耐用年

数や経過年数（供用年数）等を参考にし、重要度・優先度に応じて更新時期を

設定し、更新需要を算定する（時間計画保全）。 

• さらに、機能診断や耐震診断結果等に基づき、個別施設ごとに耐震化等を考慮

した事業の前倒しや補修等による更新時期の最適化（供用期間の短縮又は延長

（延命化））を検討し、更新需要を算定する（状態監視保全）。 

第Ⅲ編の検討

事例１を参考

とする。 

タイプ４ 

(詳細型) 

将来の水需要等の推移を踏まえ施設の規模及び配置の適正化を考慮した場合の

検討手法 

• 将来人口の推移や拡張事業の推移等を勘案した需要水量を考慮して、施設の規

模及び配置の適正化を検討するとともに、維持管理費を含めた水道施設全体の

ライフサイクルコストを考慮した更新時期の設定を行い、更新需要を算出する。 

第Ⅲ編の検討

事例２を参考

とする。 

 

2) 検討対象とする資産 

・全ての現有資産を対象とし、構造物及び設備と管路に区分する。これは、以下のよ

うな資産の特性を考慮したものである。 

－構造物及び設備は、目視等で、資産の劣化状況が比較的把握しやすい。日常の

運転管理や点検で、軽微な補修等は行われている。 

－管路は地中に埋設されており、その状態を把握することが難しい場合が多い。

また公道下に埋設され、漏水事故等が発生した場合、周辺への影響が生ずる。 

 

3) 更新時期の設定方法 

・更新時期の設定方法としては、①状態監視保全と②時間計画保全の考え方があるが、

「2-2.水道施設の診断と評価」に示したように、できるだけ現有施設の点検や機能

診断等を踏まえた状態監視保全の考え方に基づき更新時期を設定する。診断等によ

り更新時期を設定できない場合には、時間計画保全の考え方に基づき更新基準や経

過年数（供用年数）により更新時期を設定する。 
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①状態監視保全 

➢ 点検調査や診断結果に基づいて、個別に更新時期を設定する方法。 

➢ 水道施設の寿命は、当該施設の立地条件や使用環境により異なることから、できる

だけ状態監視保全によることが望ましい。 

②時間計画保全 

➢ 更新基準と取得年度を基にして、更新時期を設定する方法。 

➢ 同種の資産であっても、重要な施設については更新までの期間を短く設定し、予防

保全型での更新とする。 

 

・更新時期の設定は、資産取得から更新までの期間（本手引きでは「更新基準」とい

う。）をパラメータ（変数）とし、状態監視保全もしくは時間計画保全に基づき更新

基準を設定し、資産取得年度に更新基準を加えることにより、更新時期（更新年度）

を決定する。 

・なお、更新時期（更新基準）の設定に当たっては、水道事業者として説明責任が果

たせるように設定根拠を明らかにしておく必要がある。 

・更新基準は、各水道事業者等の更新実績等から設定することもできる。国土交通省

の「アセットマネジメント『簡易支援ツール』」のホームページ等で、「更新基準の

設定事例」が公表されているため、必要に応じて参考にする。 
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【参考】取得年度と費用発生年度の設定方法 
本手引き及び「アセットマネジメント『簡易支援ツール』」では、更新基準と更新費用の発生

年度について下記のとおり整理している。 

固定資産台帳上の資産取得年度の翌年度から供用が開始されることを仮定し、供用年数が更

新基準を超過しないよう、更新工事及び更新費用発生を見込む。 

なお、各事業体の検討においては、この考え方に統一する必要は無く、事業体の判断によっ

て設定を行ってよい。 

 
    （例）資産取得年度が 1990 年で、更新基準が 40年の資産について 

資産取得年度   ：1990 年度 

     更新基準     ：40 年 

     更新時期(更新年度)：2030 年度（費用発生） 

 

図Ⅱ-3-3 取得年度、更新基準と更新年度の関係図 

 

【参考】時間計画保全と状態監視保全 
マクロマネジメントの検討において、各資産の更新時期は状態監視保全の考え方により設定

することとしているが、表Ⅱ-3-2では、時間計画保全の考え方による更新時期設定を先に行

っている。これは、時間計画保全に基づく更新時期に対し、機能診断の結果を踏まえて前倒

し・先送り等の検討を行うことで、状態監視保全の考え方を適用しているためである。 

機能診断の結果を踏まえ更新時期を設定することは、状態監視保全の考え方に基づく更新基

準を設定していることに他ならない。この更新基準を、2回目以降の更新にも適用すること

で、長期的な視点に立ちつつ、状態監視保全・時間計画保全の双方を適用した更新計画を策定

することができる。 

なお、2回目以降の更新に際しての更新時期も前倒しすべきかどうかは、機能診断の結果に

よる。適切な維持管理を行えば劣化を回避できるかという観点に基づき、採用する更新基準を

個別に判断する必要がある。 

 

 
図Ⅱ-3-4 マクロマネジメントにおける時間計画保全と状態監視保全 
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年度

…
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1年目
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…
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供用
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供用
1年目

…
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20年
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機能診断
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20年（時間計画保全） 20年（時間計画保全）

更新
予定

更新
予定

15年（状態監視保全）

（更新の前倒し）

15 ~ 20年（状態監視保全＋時間計画保全）

更新
予定

取得年度



第Ⅱ編 各論～アセットマネジメント（資産管理）の実践手法 

 

 Ⅱ－37 

4) 更新需要の算定方法 

・3)で設定した更新時期に必要となる再投資価格（更新に必要な投資価格）を各構造

物・設備、各管路に対して設定し、それらを積算することにより、当該水道事業に

おいて今後 30年以上の期間で発生する更新需要を算定する。 

・更新需要の算定は、施設の規模及び配置の適正化を考慮した再取得価格で算定する

（詳細型）。 

・同規模の施設で更新する場合には、取得時点の価格や経過年数を基準として、以下

の方法で再取得価格を算定する。 

① 構造物及び設備は、固定資産台帳の帳簿原価をデフレーターにより物価上昇分

を補正した価格（現在価格）を更新需要と考える。 

② 管路は、布設年度別延長から更新対象管路の延長を算定し、これに布設単価を

乗じて更新需要とする。 

・上記の方法で算定された再投資価格は、現有施設と同等の機能を有する施設に更新

することを前提としている。実際に更新する場合は、最新の施設基準に適合させる

必要があること等により、更新前と比べて更新後の施設の機能（例えば耐震性能）

が向上するケースが多いと思われるが、上記の再投資価格はその機能向上分は加味

されていないことに留意する必要がある。 

・また、施設によって、更新時に機能向上させる（例えば、更新に併せた浄水処理方

法の改善等）計画がある場合には、その機能向上を踏まえた再投資価格を更新需要

とする。 

・さらに、水質基準への対応や多重性の確保など、追加の施設整備を検討している場

合は、その費用も別途計上すること。特に、令和 8年 4月 1日より PFOS（ペルフル

オロオクタンスルホン酸）及び PFOA（ペルフルオロオクタン酸）が水道水質基準項

目に位置付けられることとなっており、水質基準値超過のおそれが判明した場合に

は応急的対応を講じつつ、浄水処理施設の導入等の対応について検討する必要があ

る。詳細な検討方法や対応フローは国土交通省が公表している「水道事業者等によ

る PFOS及び PFOA対応マニュアル（令和 8年 3月）」を確認すること。 

・施設の取得時点の価格によらない更新需要の算定方法として、国土交通省が公表し

ている「水道施設の再構築に関する施設更新費用算定の手引き（令和 7 年 3 月）」

の費用関数を用いた方法が挙げられる。費用関数は、取水量や施設能力といった変

数によって、施設別・工種ごとの工事費を算出する関数である。 

・ただし、全国平均的な概算工事費用を示していることに留意する必要がある。アセ

ットマネジメントのような、諸条件が定まっていない計画段階の事業の概算金額把

握のための利用に留め、詳細設計へ向けた予算要求や予定価格の算出には用いるべ

きではない。 

 

  



第Ⅱ編 各論～アセットマネジメント（資産管理）の実践手法 

 

 Ⅱ－38 

5) 資産全体の健全度の把握 

・全施設を対象として健全度を簡便に把握するには、例えば表Ⅱ-2-4 及び表Ⅱ-2-5

に示すような基準を設定して健全度評価を行う。 

・表Ⅱ-3-3 及び表Ⅱ-3-4 では、健全度評価は法定耐用年数を基準とするものの、必

ずしも法定耐用年数で更新していない実態を踏まえて、法定耐用年数を超過した資

産を２段階（経年化資産、老朽化資産）に区分している。 

①健全資産とは、法定耐用年数を超過していない資産で、継続使用が可能と考え

られる資産を言う。 

②経年化資産とは、健全資産と老朽化資産の中間段階で、法定耐用年数を超過し、

更新時期に差し掛かっている資産を言う。ただし、資産の劣化状況や重要度

によっては、継続使用することもできる。 

③老朽化資産とは、法定耐用年数から一定の期間を経過し、事故・故障等を未然

に防止するためには速やかに更新すべき資産を言う。 

・経年化資産、老朽化資産の判断基準（法定耐用年数の N倍）は、当該水道事業にお

ける、これまでの類似資産の使用実績や事故、故障が発生した時期等を考慮して設

定する。 

 健全度の活用方法の具体については、「３．マクロマネジメントの実施 3-2.更新需

要見通しの検討」や、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」「簡易支援ツ

ール」の該当部分をそれぞれ参照する。 

 

表Ⅱ-3-3 構造物・設備（資産額）の健全度による区分の例 

名  称 説             明 

健全資産額 経過年数が法定耐用年数以内の資産額 

経年化資産額 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5倍の資産額 

老朽化資産額 経過年数が法定耐用年数の 1.5倍を超えた資産額 
(注 1)資産額はデフレーターで現在価値化した値を用いる。 

(注 2)経年化資産、老朽化資産の判断基準（法定耐用年数の N倍）は、当該水道事業における、これまでの類似資産の使用

実績や事故・故障が発生した時期等を考慮して設定する。 

 

表Ⅱ-3-4 管路（延長）の健全度による区分の例 

名  称 説             明 

健全管路延長 経過年数が法定耐用年数以内の管路延長 

経年化管路延長 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5倍の管路延長 

老朽化管路延長 経過年数が法定耐用年数の 1.5倍を超えた管路延長 
(注)経年化管路、老朽化管路の判断基準（法定耐用年数の N倍）は、当該水道事業における、これまでの管路の使用実績や

漏水等が発生した時期等を考慮して設定する。 
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(4) 標準型検討手法（タイプ３） 

・更新需要は、複数のケースで算出し比較検討することが望ましい。本手引きでは、

現有資産について、時間計画保全に基づき更新需要を算出し、さらに、状態監視保

全に基づき個別施設ごとに更新事業の前倒し等を検討して更新需要を算出する手

法を例示する。 

・検討に当たっては、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」を参考とす

る。 

1) 資産の現状把握 

・過去の投資の実績、資産の取得年度、取得価格（帳簿原価）等、検討に用いる実績

データを整理し、資産の現状を把握する。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-1.資産の現状把握」を参照

する。 

 資産の実績データ等の整理結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 2-1 構

造物及び設備の取得年度、帳簿原価等」、「様式 2-2 管路の布設年度別延長」に記入す

る。 

 

2) 資産の将来見通しの把握 

①更新を実施しなかった場合の健全度 

・更新事業を全く行わなかった場合、資産の健全度が将来どの程度低下していくか（老

朽化が将来どの程度進むか）を把握する（図Ⅱ-3-5）。 

・実際には、更新事業を全く行わないことはないと思われるが、これにより、水道施

設全体の健全性のポテンシャルを大まかに掴むことができる。 

・健全度の区分は、表Ⅱ-3-3、表Ⅱ-3-4を参考にして設定する。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-2.資産の将来見通しの把握 

(1)更新を実施しなかった場合の健全度」を参照する。 

 健全度の算定結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 5-1K 更新を実施し

なかった場合の健全度（構造物及び設備）」、「様式 5-2K 更新を実施しなかった場合の

健全度（管路）」に計算結果が表示される。 

②法定耐用年数で更新した場合の更新需要 

・法定耐用年数で更新事業を行った場合の更新需要を把握する（図Ⅱ-3-6）。 

・法定耐用年数での更新需要を算定することにより、現有施設の更新需要が将来何年

後にピークとなり、その更新事業規模としてどの程度の投資額を必要とするのか等、

将来の更新需要のポテンシャルを定量的に掴むことができる。 

・さらに、これにより算出された更新需要を出発点として、経過年数を基に重要度・

優先度を勘案して更新時期を設定して更新需要を算定し（「3）時間計画保全に基づ

く更新需要の算定」を参照）、あるいは、機能診断や耐震診断等に基づき個別の施設
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ごとに最適な更新時期を設定して更新需要を算定し（「4）状態監視保全に基づく更

新需要の算定」を参照）、これら複数のケースで算定した更新需要を比較検討する

ことにより、各水道事業にとって最適な更新需要見通しを立てることができる。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-2.資産の将来見通しの把握 

(2)法定耐用年数で更新した場合の更新需要」を参照する。 

 更新需要の算定結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 6-1J 法定耐用年

数で更新した場合の更新需要（構造物及び設備）」、「様式 6-2J 法定耐用年数で更新し

た場合の更新需要（管路）」に算出結果が表示される。 

 

図Ⅱ-3-5更新を全く行わなかった場合の健全度（例） 

 

図Ⅱ-3-6 法定耐用年数で更新した場合の更新需要（例） 
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3) 時間計画保全に基づく更新需要の算定 

・各施設について機能診断等により健全性の評価が十分なされていない場合でも、時

間計画保全の考え方により、法定耐用年数や経過年数等を基に更新時期（供用開始

から更新までの期間）を設定し、更新需要を算定することができる。 

・「2)資産の将来見通しの把握」では、法定耐用年数で更新した場合（更新基準を法定

耐用年数として一律に設定した場合）の更新需要を算定したが、法定耐用年数で一

律に更新時期を設定すると、現有施設の整備が集中して行われていた場合には、更

新需要も一時期に集中することとなり、更新事業の実現可能性に問題が生じる可能

性がある。 

・そこで、次に、「2)資産の将来見通しの把握」で算定された更新需要のピーク時期や

その規模を踏まえつつ、時間計画保全に基づき、資産区分ごとに重要度や優先度を

勘案した更新基準の設定を行い（表Ⅱ-3-5）、更新需要の算定を行う（図Ⅱ-3-7）。 

 

①重要度・優先度に応じた更新基準の設定 

・事故等による機能低下が発生した場合の給水への影響、復旧期間、２次被害のおそ

れ等を勘案して、例えば重要度・優先度に応じて施設を２，３種類に類型化し、各

ランク別に更新基準を設定する(表Ⅱ-3-5に例示)。 

 

《重要度・優先度に応じた類型化（例）》 

○重要度・優先度（大）： 

機能低下（停止）が発生した場合に給水への影響が懸念されるような施設であ

って、故障等が発生する前に予防保全的に更新を行う。例えば、次に示すような

資産は重要度・優先度が高いため、予防保全的な考え方に基づき更新基準を設定

する。 

➢ 事故・故障が発生した場合、給水への影響が生ずる資産（例えば、給水が１

系統でバックアップがなく、故障発生後の更新（事後保全）では断水等の影

響が非常に大きい施設や給水人口が大きくなるような大口径の管路）。 

➢ 故障等の補修が困難（部品がない等）、事故・故障からの機能回復に長期間を

要する資産。 

➢ 事故等により、周辺への影響（破損時に住民の財産等に直接かかわる可能性

の高い施設、塩素等の危険物の取り扱い施設、緊急輸送道路等への 2 次被害

等）が想定される資産。 

 

○重要度・優先度（小）： 

機能低下（停止）が発生した場合に給水へ影響が小さい施設、短時間で復旧可

能な施設等である。更新基準は、これまでの類似施設の更新履歴等から、平均的

に使用可能と見積もられる年数とする。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-3.時間計画保全に基づく更

新需要の算定」を参照する。 
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 更新需要の算定結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 7-1J 更新基準で

更新した場合の更新需要（構造物及び設備）」、「様式 7-2 J 更新基準で更新した場合

の更新需要（管路）」に算出結果が表示される。 

 

表Ⅱ-3-5 時間計画保全に基づく重要度・優先度に応じた更新基準の設定（例） 

区   分 法定耐用年数 
更新基準 （年） 

重要度・ 
優先度(大) 

重要度・ 
優先度(小) 

建築 50 50 70 

土木(管路を除く） 60 60 73 

管路 40 40 60 

電気 15 15 25 

機械 15 15 24 

計装 15 15 21 

(注１)更新基準は、当該事業における使用実態、事故・故障の履歴等を参考に実態にあわせて設定する。表中の数値は例示

である。 

(注 2)重要度は、仮に故障等が生じた場合の給水への影響や復旧までの時間、バックアップの有無等を勘案して、当該事業

の実態にあわせて設定する。 

 

 

 

図Ⅱ-3-7 表Ⅱ-3-5で設定した更新基準で更新した場合の更新需要（例） 
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法定耐用年数で更新した場合（図Ⅱ-3-4）より、更新需要が後年度送りとなっている。 
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②資産の健全度の算定（更新需要の妥当性確認） 

・3)で設定した更新基準に基づき算出した更新需要に基づき更新事業を実施した場合

の将来の健全度の推移を算定し、資産全体の健全度が将来どの程度確保されるかを

検証する（図Ⅱ-3-8）。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-3.時間計画保全に基づく更

新需要の算定」を参照する。 

 算定した健全度は、「簡易支援ツール」を使用した場合、「様式 7-1K 更新基準で更新

した場合の健全度（構造物及び設備）」、「様式 7-2K 更新基準で更新した場合の健全度

（管路）」に算出結果が表示される。 

 

 

図Ⅱ-3-8 表Ⅱ-3-5で設定した更新基準で更新した場合の健全度（例） 
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各工種の更新基準を法定耐用年数から延長して 1.5倍程度としたことから、経年化資産

の発生は避けられないが、図Ⅱ-3-3のような老朽化資産は少ない。 

経年化資産の増加とともに、点検の実施等、維持管理面での対応を考える。 
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4) 状態監視保全に基づく更新需要の算定 

一般に施設の寿命は一律に定められるものではなく、当該施設の立地条件や使用

環境によって異なる。このため、更新需要の算定に当たっては、3)で検討した時間

計画保全をベースとして、状態監視保全の考え方も加味し、できるだけ個別施設の

診断・評価により更新基準を設定して更新時期を定めた上で更新需要・健全度を算

定し、3)で算定した更新需要や健全度と比較検討すること等により、最適な更新需

要の見通しを立てることが望ましい。 

なお、水道施設に関する診断・評価の実施方法等については、「2-2．水道施設の

診断と評価」を参照する。 

 

①機能診断に基づく更新時期・更新需要の検討 

・構造物・設備、管路について、個々の施設ごとに機能診断等を実施することに

より、施設の健全度（老朽度）を評価し、健全度の程度に応じて適切な更新時

期を設定し、更新需要を算定する。 

➢ 表Ⅱ-3-5に例示した更新基準は、時間計画保全の考え方に基づき法定耐用

年数を基に設定されたもので、重要度に応じて２つのカテゴリーに区分し、

更新サイクルに差を設けて更新基準が設定されている。 

➢ しかし、資産取得からの経過年数が同じであっても、使用材料や立地環境

の違い等によって劣化状況に差が生じる場合があり、診断の結果、必要な

補修・修繕等を施すことにより法定耐用年数を経過しても継続使用が可能

と判断される場合や、劣化の進行が確認され法定耐用年数に達する前に早

期に更新する必要があると判断される場合もある。 

➢ このような場合は、診断結果に基づいて、時間計画保全に基づき設定した

更新基準を個別施設ごとに見直し、更新時期の延長や短縮等の検討を行う。 

➢ なお、補修等により法定耐用年数を超過して継続使用するような場合は、

更新時期の設定根拠を明らかにしておく必要がある。 

・管路について、石綿セメント管、鉛管、鋳鉄管等が残存している場合や、管種

や継手形式の評価結果として更新が必要と判断されている場合等は、機能改善

の観点から更新事業の前倒しを検討する。 

➢ 例えば、「水道施設更新指針」では、優先的に更新対象となる管種とその理

由を表Ⅱ-3-6のように整理しているので、参考とする。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「3-4．状態監視保全に

基づく更新需要の算定」を参照する。 

 再検討した更新需要は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 2-1」及び「様式

2-2」の情報を書き換えたうえで計算を実行することで、「様式 7-1J 更新基準で更新

した場合の更新需要（構造物及び設備）」、「様式 7-2 J 更新基準で更新した場合の更

新需要（管路）」に算出結果が上書きされる。この際、元の検討ファイルは別名で保存

しておくこと。 
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表Ⅱ-3-6 優先的に更新対象となる管種及び主な理由 

管 種注 1 理       由 備 考 

①石綿 

セメント管 

・管が老朽化している 

・継手部等からの漏水・破損事故が多い 

・外圧（土圧、路面荷重、地震力）により変形、破壊する危険性がある 

・内圧（最大静水圧、衝撃圧）により漏水する危険性がある 

・耐圧性が低い 

・消火活動に必要な圧力が確保できない（管径、材質） 

・耐震性がない（過去の地震等で被害率が大きい） 

・管材質に問題がある 

 

②鋳鉄管 

・管が老朽化している 

・無ライニング管は、赤水、出水不良の原因となる 

・残留塩素濃度の低下が大きい 

・印ろう継手は耐震性がない 

・埋設環境の腐食性が強い場合には、腐食が進行する可能性がある 

(ポリエチレンスリーブ等防食対策が施されていないもの) 

 

③硬質塩化 

ビ  ビニル管注 3 

 

・管が老朽化している 

・継手部等からの漏水・破損事故が多い 

・耐震性が低い。（過去の地震等で被害率が大きい） 

・管材質に問題がある。（有機溶剤の影響がある土壌に埋設されている） 

・外圧（土圧、路面荷重、地震力）により変形、破壊する危険性がある 

・内圧（最大静水圧、衝撃圧）により漏水する危険性がある 

・耐圧性が低い 

・消火活動に必要な圧力が確保できない 

 

④経年ダクタ 

イル鉄管注２ 

 

・管が老朽化している可能性がある 

・埋設環境の腐食性が強い場合には、腐食が進行する可能性がある 

(ポリエチレンスリーブ等防食対策が施されていないもの) 

・離脱防止機構のないものは耐震性が低い 

 

⑤経年鋼管注２ 

・管が老朽化している可能性がある 

・溶接継手内面の確実な防食処置が施されていない（例えばφ500mm 以下） 

・電食・マクロセルが起こる可能性がある 

(電気防食等が施されていないもの) 

 

⑥ポリエチレン管

(呼び径 50ｍｍ以

下の単層管) 

・管が老朽化している可能性がある 

・管材質に問題がある。（有機溶剤の影響がある土壌に埋設されている） 

・経年化により管内面に水泡が発生、又は剥離による出水不良、異物混入

を引き起こす可能性がある。 

 

注 1.水道配水用ポリエチレン管(呼び径 75ｍｍ以上)は、使用実績が少なく、更新対象となっていないため、本指針

では対象としない。 

注 2.経年管は、水道統計(日本水道協会、平成 14 年版)によれば 20 年以上経過したものとなっている。 

注 3.「平成 18 年度 管路の耐震化に関する検討会報告書」によると、硬質塩化ビニル管のうち、RR ロング継手と

RR 継手は一定の耐震性能があり、各水道事業者の判断により基幹管路に採用することは可能とされている。 

出典：水道施設更新指針（一部改変） 
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【参考】補修等により延命化を図る場合の更新需要 

 

 

②耐震診断等に基づく更新時期・更新需要の検討 

・個々の施設ごとに耐震診断等を実施することにより耐震性能を評価し、耐震性

能が確保されていない施設について耐震化の前倒しにより、適切な更新時期を

設定し、更新需要を算定する。 

・各水道事業において最も優先して耐震化を図るべき重要な基幹施設については、

できるだけ早期に耐震化を図る必要があり、現有資産の更新需要も勘案しつつ、

耐震診断等に基づく更新事業の前倒し（耐震化の早期実施）等を検討する。 

➢ 耐震化を優先する施設（前倒しの更新）については、2-2.(3) 2)のとおり、

水道施設の技術的基準を定める省令に従う。 

➢ 耐震化の方法としては、最新の耐震基準で建設される更新や耐震補強等が

ある。具体的な耐震工法等については、「水道施設耐震工法指針・解説 2022

年版」等を参考とする。なお、補強により耐震化を図る場合は、その補強

費を更新需要に含める。 

➢ 既設管路の耐震性能の評価に当たっては、「平成 18 年度管路の耐震化に関

する検討会報告書」において、代表的な管種、継手について、過去の地震

における被害データ等を基に耐震性能への適合性の整理を行っているので、

参考とする（表Ⅱ-2-6参照）。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「3-4.状態監視保全に基

づく更新需要の算定」を参照する。 

 再検討した更新需要は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式 2-1」及び「様式

2-2」の情報を書き換えたうえで計算を実行することで、「様式 7-1J 更新基準で更新

した場合の更新需要（構造物及び設備）」、「様式 7-2 J 更新基準で更新した場合の更

新需要（管路）」に算出結果が上書きされる。この際、元の検討ファイルは別名で保存

しておくこと。 

 

・施設の状況によっては、機能診断に基づく適切な補修等を行うことにより、供用期間を延長し更新時
期を延期する（延命化を図る）場合も考えられる。 

・その場合、その補修（修繕）が軽微であれば維持管理費として計上し、補修が大規模な工事
を伴う場合は、更新需要として算定する。 

・なお、補修等により更新時期を延期する（延命化を図る）場合には、その設定根拠を明らか
にしておく必要がある。 
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③更新需要の妥当性・効果等の確認 

・3)で算定した時間計画保全による（重要度・優先度を考慮した）更新需要と、

上記①や②で算定した状態監視保全による更新需要を比較検討し、更新需要の

妥当性を確認するとともに、健全度について比較検討することにより、診断等

により更新前倒し等を行うことによる効果等について評価する。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「3-4.状態監視保全に基

づく更新需要の算定」を参照する。 

 

【参考】更新事業と耐震化事業との関係について 

・更新工事に際しては、最新の耐震性能の基準が適用されるため、更新事業そのものが耐震化

事業といえる。 

・ただし、重要度・優先度の高い施設は、優先的に耐震化を実施する必要があることから、耐

震診断等により耐震性能を評価した上で、更新時期を前倒しすること（耐震化の早期実施）

が望ましい。 

 

【参考】更新需要の検討の順序等について 

・(4)標準型検討手法（タイプ３）では、更新需要の見通しについて順を追って検討を行うこと

を想定し、以下の３つのケースについて更新需要の算定例を示している。 

①法定耐用年数で一律に更新した場合の更新需要(時間計画保全に基づく方法の一つ) 

②時間計画保全に基づき重要度・優先度を考慮した場合の更新需要 

③②に加え状態監視保全に基づき機能診断等により更新の前倒し等を考慮した場合の更新需

要 

・ただし、事業体によっては石綿セメント管や鋳鉄管の更新計画や、一部施設の機能診断に基

づく具体的な更新計画等が既に策定されていることもある。この場合、既に更新時期が決ま

っている資産を検討の対象外とし、それ以外の資産について①～③の検討を行う手法も有効

である。 

・このように、診断等の取組の現状や当該事業のおかれている状況等に応じて、更新需要の検

討の順番やケース等について最適な方法で行う。 
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(5) 詳細型検討手法（タイプ４） 

・詳細型検討手法（タイプ４）は、現有資産を全て更新することを前提とせず、今後

の需要の動向に応じた施設の規模及び配置の適正化も考慮した上で更新需要を算

定する検討手法であり、標準型検討手法（タイプ３）をベースにしてさらに詳細に

検討する手法（詳細型）である。 

・これまで数次にわたる拡張事業を実施し施設能力の拡充を図ってきた場合には、水

道システム全体で見ると効率性等に改善の余地がある可能性がある。また、今後の

需要の動向によっては、施設規模を縮小して更新する場合や、他の施設での代替が

効率的であると判断される時は施設を廃止するという場合も考えられる。 

・特に需要の減少が著しい集落等では、既存の管路を用いた送配水システム自体が非

効率となっている可能性がある。管路の更新時期を迎えるにあたり、既存の管路を

再更新するか、分散型システムを導入するか検討する余地がある。導入するシステ

ムの選定や検討フローについては、「水道事業における分散型システムの導入手引

き」を参考に決定する。 

・このように、現有の水道システム全体としての課題を踏まえつつ、将来需要に見合

った施設の規模及び配置の適正化を検討した上で、長期的な更新需要を算定するこ

とは、安定性と効率性の両面を勘案した資産管理を行う上で非常に有効である。 

 

1) 資産の現況把握 

・タイプ３と同様に、過去の投資の実績、資産の取得年度、取得価格（帳簿原価）等、

検討に用いる実績データを整理し、資産の現状を把握する。 

2) 資産の将来見通しの把握 

・タイプ３と同様に、更新事業を全く行わなかった場合の健全度を算定し、水道施設

全体の健全性のポテンシャルを大まかに掴む。 

・また、法定耐用年数を基準として更新事業を行った場合の更新需要を算定し、将来

の更新需要のポテンシャルを定量的に掴む。 

3) 更新需要の算定 

・タイプ３とは異なり、現有資産を全て更新することを前提とせず、今後の需要の動

向に応じた施設の規模及び配置の適正化について予め検討し、大規模更新後の水道

施設（水道システム）全体の将来像を具体化させた上で、個別施設ごとに更新の必

要性の可否、最適な更新時期（更新基準）や再投資価格等を設定し、更新需要を算

定する。 

・このためには、以下のような検討が必要である。 

① 長期人口予測・水需要予測 

人口予測を行う上では、事業体独自に予測を行うことも可能であるが、都道
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府県や市町村が公表している人口ビジョンや、国立社会保障・人口問題研究所

が公表している将来推計人口を採用する手法がある。 

水需要を予測する手法として、「水道施設設計指針 2024」には複数の方法が

記述されている。代表的な手法として、人口の推移や用途・口径別の使用水量

の実績を基に将来値を予測する、時系列傾向分析手法がある。 

 
図Ⅱ-3-9 水需要・人口予測の例 

 

② 施設統廃合の検討 

人口の増加を背景に水道施設の拡張を繰り返してきた場合、水道システム全

体で見ると効率性等に改善の余地がある可能性がある。稼働率の低い複数の浄

水場を廃止し、統合した浄水場を新設することや、増設を伴わずに浄水場や配

水池といった水道施設を廃止する等の検討が可能である。併せて管路のブロッ

ク化や配水区域の最適化、取水地点を上流に変更し位置エネルギーを活用する

といった検討をすることで、統廃合の効果を最大化できる可能性がある。 

 

③ 分散型システムの導入検討 

施設統廃合に代表される集約型の施設配置以外の選択肢として、小規模で簡

易な水供給システムを新たに整備する、分散型システムを導入できる可能性が

ある。導入に適した地域の条件や検討の手法、フローについては、「水道事業に

おける分散型システムの導入手引き」を確認すること。 

 

④ 施設規模の適正化（ダウンサイジング）検討 

上記の施設配置の検討のほかに、各施設の適正な施設規模を検討することで、

更新需要を削減する余地がある可能性がある。建設から時間が経過した浄水

場・配水池や管路等の水道施設については、水需要が減少し過剰な施設規模と

なっている箇所が多く存在することが予見されることから、更新時には適切な
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施設規模にて更新することが求められる。 

 

・最低限、長期人口予測・水需要予測を行っていれば、各施設の更新時期に必要とな

る施設能力が算出できるため、適正化後の規模を概算することができる。この規模

を用いて、簡易的に再投資価格を設定することも一案である。ただし、施設規模を

適正化させた場合の更新需要の削減効果を試算することを目的とした概略的な検

討であり、実際に施設規模を縮小させるためには上記①～④に該当する検討が必要

となることに留意する必要がある。 

・また、②～④の検討は、序列・前後関係はなく、各水系・施設ごとに最も適した方

法を選定し投資額を見込む。 

 

（新たなニーズへの対応やレベルアップ等の検討） 

・更新は、新たなニーズへの対応やレベルアップ等を図る機会でもあることから、特

に大規模更新を目前に控えている場合等においては、できる限り再構築や施設規模

の適正化を考慮して更新需要を算定する。 

・参考として、「水道施設更新指針」で紹介されている、新たなニーズへの対応やレベ

ルアップ等に関する検討手順を図Ⅱ-3-10に示す。 

 

　　　　　　　　　　

更新の主目的
・老朽化対応
・施設能力の過不足の対応
・漏水防止
・破裂事故防止
・赤水、濁水防止
・通水能力低下の抑制

既設管路の取替

付加機能
・増　　径
・管網のループ化
・耐震管の採用
・圧力の見直し
・給水管（鉛管）のステンレス化

水道事業体のレベルアップ
・耐震性の向上
・耐久性の向上
・バックアップ機能の強化

・費用対効果の判定
・関係機関への説明・合意

新たなニーズへの対応
・三階以上への直結給水
・水質の向上（おいしい水）
・安全性の確保（クリプト・鉛）
・環境負荷への軽減
・水利エネルギーの活用

 

図Ⅱ-3-10 新たなニーズへの対応、レベルアップ等に関する検討手順 

出典：水道施設更新指針 
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【参考】機能劣化予測に基づく健全度の将来推定、更新基準(更新時期)の設定について 

・健全度の将来推定については、図Ⅱ-3-5、図Ⅱ-3-8等において、法定耐用年数と経過年数の

関係から健全度をランク分けし（表Ⅱ-3-3、表Ⅱ-3-4）、将来の健全度（老朽度）を推定する、

という手法を用いている。 

・この方法は法定耐用年数との関係のみを基準とした簡便な方法で、将来の健全度を大まかに

把握する上では有効であるが、特に管路の劣化予測においては、DX技術の開発が進んでいる。

点検・診断データや事故データ等に地形・地質等の環境ビッグデータを含めモデル化し、解

析を行うことで、将来の劣化状況を予測する手法が存在している。 

・このような手法については、国土交通省の「上下水道 DX技術カタログ」で紹介されている。 

 

【参考】水道施設全体のライフサイクルコストを考慮した更新需要の算定について 

・標準型検討手法（タイプ３）では、状態監視保全の考え方により個々の施設ごとに診断等を

実施することにより施設の健全度（老朽度）を評価し、健全度の程度に応じて適切な更新時

期を設定し、更新需要を算定した（(4)標準型検討手法（タイプ３） 4)状態監視保全に基づ

く更新需要の算定 ②機能診断に基づく更新時期・更新需要の検討 を参照）。 

・上記では、維持管理費については個別施設ごとの設定までは行っていないが、さらなる詳細

な検討として、更新需要の算定に必要な各施設の再投資価格（更新投資額）の算定に加えて、

個別施設ごとに将来の健全度（老朽度）の変化を踏まえた維持管理費の変動も検討し、水道

施設全体のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の最小化の観点から最適な更新時期・維持管理

水準を検討することが考えられる。 

・加えて、施設の機能低下に伴うリスクを定量化・価値化することにより、ライフサイクルコ

スト（ＬＣＣ）とリスクの両者を勘案し、最適な更新時期（耐用年数）の検討を行う手法も

ある（図Ⅱ-3-11）。 

・これらの手法はまだ確立されていないが、今後の事例の蓄積、調査研究の進展が期待される。 

 

 

図Ⅱ-3-11 ＬＣＣから算定される耐用年数（経済的耐用年数）と 

ＬＣＣ＋機能低下リスク両面から見た最適耐用年数（イメージ図） 

費
用

経済的
耐用年数

経過年数標準的
耐用年数

LCC＋リスクか
ら見た耐用年数

リスク

ＬＣＣ＋リスク

ＬＣＣ
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(6) 簡略型検討手法（タイプ１及びタイプ２） 

・簡略型検討手法は、更新需要の算出に必要な基礎データの一部が未整備の場合の検

討手法である。 

・本手引きでは、「簡易支援ツール」の様式 2-1（構造物及び設備の取得年度、帳簿原

価等）と様式 2-2（管路の布設年度別延長）が作成できれば、更新需要及び健全度

が算定できるようにしている。 

・基礎データが未整備の場合には、類推や簡略化等により様式 2-1及び様式 2-2を作

成し、更新需要及び健全度を算定する。 

・また、例えば、構造物及び設備に係る基礎データは整備されているが管路の基礎デ

ータは未整備であるという場合は、構造物及び設備はタイプ３の検討手法で更新需

要を算定し、管路はタイプ２の検討手法で更新需要を算定する等、タイプ３とタイ

プ２を併用することもできる。 

 

1) 更新需要の算定方法 

（タイプ２） 

・固定資産台帳のデータが、更新工事の単位と整合していない等の理由により、個別

の資産単位で様式 2-1を記入できない場合でも、施設構成や取得年度等が分かって

いれば、「簡易支援ツール」の様式２作成ファイルを用いて更新需要及び健全度を

検討する。 

・管路の布設年度別延長が不明の場合でも同様に、様式２作成ファイルを用いて様式

2-2を作成する。 

 タイプ２における資産の現状把握及び将来見通しの把握、更新需要及び健全度の算定

方法等の詳細は、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「5．参考

事例１（タイプ２Ｂによる検討）」を参照する。 

 

（タイプ１） 

・タイプ１の実施方法は、建設年度や帳簿原価といった更新需要を算定するための基

礎データが無い場合の検討手法である。 

・建設年度や帳簿原価が不明という状況は通常では想定しにくく、簡易水道等を統合

直後等の特殊な状況下と思われる。 

・このような場合でも得られる情報から様式２作成ファイルを用いて更新需要及び健

全度を検討する。 

 タイプ１における資産の現状把握及び将来見通しの把握、更新需要及び健全度の算定

方法等の詳細は、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「6．参考

事例２（タイプ１Ａによる検討）」を参照する。 
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2) タイプ３との相違点 

・タイプ３の検討手法では、更新時期の設定に当たって、資産区分ごとに重要度・優

先度を踏まえた更新基準の設定を行ったが（表Ⅱ-3-5）、タイプ１及び２では資産

を総体として扱っているので、タイプ３のように重要度・優先度に応じて更新基準

を設定することはできない。このため、資産区分ごとに平均的な更新サイクルを設

定して更新需要を算定することとなる。 

・また、個別施設との対応付けができないため、診断等により個々の施設ごとに更新

時期の設定を検討することが難しい。したがって、状態監視保全に基づき更新の前

倒し等を考慮した更新需要及び健全度を算定することはできない。 

 

3) 継続的改善 

・簡略型検討手法(タイプ１及びタイプ２）は、標準型検討手法（タイプ３）で検討す

ることが困難な場合に暫定的に（経過措置的に）用いるものである。 

・よって、簡略型検討手法を採用した場合には、標準型検討手法(タイプ３)に移行す

るための方策を検討するとともに、標準的検討手法への移行時期を明らかにしてお

く。 

 

【参考文献】 

1) 新水道ビジョン,平成 25年 3月,厚生労働省健康局 

2) 水道事業者等による PFOS及び PFOA対応マニュアル,令和 8年 3月,国土交通省 

3) 水道施設の再構築に関する施設更新費用算定の手引き,令和 7年 3月,国土交通省 

4) 水道施設耐震工法指針・解説 2022年版,令和 4年 6月,日本水道協会 

5) 平成 18 年度管路の耐震化に関する検討会報告書,平成 19 年 3 月,管路の耐震化に

関する検討会 

6) 水道施設更新指針,平成 17年 5月,日本水道協会 

7) 水道事業における分散型システムの導入手引き,令和 8年 3月,国土交通省 

8) 水道施設設計指針 2024,令和 7年 3月,日本水道協会 
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3-3. 財政収支見通しの検討 

◆当該事業の財政状態を把握した上で、検討期間を 30 年以上として、更新需要見

通しに対する財政面への影響を検討する。 

◆財政収支の見通しにより、損益勘定留保資金等（内部留保資金）の推移、料金水

準の妥当性等を検証し、長期的な観点から更新財源としての資金確保方策を検討

する。 

◆さらに詳細な検討として、将来の水需要に応じた料金収入の推移や、物価・賃金

水準が上昇した場合でも更新財源としての資金が確保できるような、計画とす

る。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・独立採算制を原則とする水道事業においては、更新需要に対する財源の検討が重要

となる。すなわち、更新事業に対する財源の裏付けがあってはじめて安定性や持続

可能性を担保することができる。 

・一方、今後、人口減少過程にあって料金収入の減少も予想される。このような厳し

い経営環境下において、更新財源を確保していくためには、長期的な観点からの財

政収支見通しにより、計画的な資金確保にできるだけ早期に取り組む必要がある。 

・特に近年は物価・賃金上昇の影響が大きく、更新需要以外の費用を将来一定で推計

してしまうと、推計値よりも支出が多くなり、必要となる更新財源を確保できなく

なるおそれがある。 

・このように、持続可能な水道事業を実現していくためには、長期財政収支見通しに

基づく計画的な施設の更新の実行が不可欠であり、財源の裏付けを持った更新需要

見通しを検討することによって、水道施設の更新投資を着実に実施することができ

る（図Ⅱ-3-9）。 

 

(2) 留意点 

・検討期間は、「3-3.更新需要見通しの検討」と同様、30年以上の長期とする。 

・財政収支見通しは、需要水量の見通しや経営の効率化等、種々の変動要素を含めて

検討することが望ましいが、30 年以上という長期の見通しについて定量的な検討

を行うに当たっては、不確定要素が少なからずあり、これらの要素によって検討結

果が大きく変動し得ることも想定される。 

・更新需要以外の変動要素については、検討時点で得られる情報を勘案し、その時点

で最適と判断できる方法で条件設定を行い、財政収支見通しを検討する。 

・更新需要見通しの検討ケースに対応して、財政収支についても複数ケースを検討し、

その検討結果に基づき、損益勘定留保資金等（内部留保資金）の推移や現在の料金
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水準や起債水準の妥当性について確認・評価するとともに、更新に必要な財源確保

方策に関する今後の見通しや課題を把握する。 

 

(3) 実施に当たっての基本事項 

1) 検討手法と検討事例との対応 

・財政収支の検討手法としては、更新需要以外の変動要素について適切な方法で一定

の条件設定を行い、財政収支を算定する検討手法（タイプＡ～Ｃ）と、更新需要以

外の変動要素や種々の経営効率化方策等も考慮して、財政収支を算定する詳細型検

討手法（タイプＤ）がある。本手引きでは、簡略型検討手法を２種類（タイプＡ及

びＢ）、標準型検討手法を１種類（タイプＣ）、詳細型検討手法を１種類（タイプＤ）

示している。 

・「3-1.検討手法の選定」に示した自己診断に基づき、検討手法を選定する（表Ⅱ-3-7）。 

・なお、簡略型検討手法(タイプＡ及びＢ)を採用した場合には、必要な改善方策を講

じ、早期に標準型検討手法(タイプＣ)の検討が可能となるようにする。 

・標準型検討手法（タイプＣ）での検討が実施できた後も、詳細型検討手法（タイプ

Ｄ）が適用できるよう検討を継続することが求められる。 

 

表Ⅱ-3-7 財政収支見通しの検討手法と検討事例との対応 

名 称 検  討  手  法 検討事例との対応 

タイプＡ 

(簡略型) 

事業費の大きさで判断する検討手法 

• 収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が困難である場合、更新需要

を近年の投資額と比較する等により、事業の実施可能性を評価する。 

第Ⅲ編の参考事例２

を参考とする。 

タイプＢ 

(簡略型) 

資金収支、資金残高により判断する検討手法 

• 資本的収支は検討可能であるが、収益的収支の検討ができない場合には、

資金収支を検討し、資金残高から事業の実施可能性や更新財源の確保（損

益勘定留保資金等（内部留保資金））を検討する。 

• 具体的には、当該更新需要に対して収益的収支が均衡するものとし、減価

償却費を損益勘定留保資金等（内部留保資金）として資本的収支不足に充

当した場合の財政収支見通しを検討する。 

第Ⅲ編の参考事例１

を参考とする。 

タイプＣ 

(標準型) 

簡易な財政シミュレーションを行う検討手法 

• 一定の条件設定のもとで、収益的収支、資本的収支、資金収支等の検討が

可能な場合、更新需要に対して簡易な財政シミュレーションを行い、資金

残高や企業債残高を把握する。 

第Ⅲ編の検討事例１

を参考とする。 

タイプＤ 

(詳細型) 

更新需要以外の変動要素を考慮した検討手法 

• 更新需要以外の変動要素や種々の経営効率化方策、資産の状況に応じた維

持管理費の推計、更新財源としての民間資金の活用可能性等を考慮して、

包括的な経営シミュレーションを行い、財政収支見通しを検討する。 

第Ⅲ編の検討事例２

を参考とする。 

 

2) 財政収支の算定方法 

・財政収支の算定（シミュレーション）の目的は、「3-3.更新需要見通しの検討」で算

定された更新需要に基づき更新投資を実施した場合に財政収支に与える影響を評
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価し、損益勘定留保資金等（内部留保資金）の推移や現在の料金水準や起債水準の

妥当性を確認し、更新に必要な財源確保方策を検討することにある。そのため、資

本費用（減価償却費、元利償還金等）は、「3-3.更新需要見通しの検討」で算定され

た更新需要から算出する。 

・それ以外の費用は、直近の実績値等から設定する。なお、各事業体にて策定してい

る経営戦略の策定期間内については整合を図ることが望ましい。 

・長期の財政収支見通しには、需要水量をはじめ、様々な不確実要素があり、条件設

定が難しい場合も想定されるが、収支の見通しという観点から、まず当該事業で適

用可能な範囲で検討する。 
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(4) 標準型検討手法（タイプＣ） 

・標準型検討手法(タイプＣ)は、収益的収支、資本的収支、資金残高等の検討により、

更新財源の確保方策を検討する手法である。 

・検討内容は、当該水道事業の実態に即したものでよいが、本手引きでは、まず、現

行の料金水準での検討を行い、次に、更新財源としての資金確保方策を検討する手

法を例示する。 

・検討に当たっては、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」を参考とす

る。 

1) 財政収支算定の条件設定 

①財政収支に関する現状把握 

・収益的収支、資本的収支及び資金残高等に関する過去の実績値を整理する。 

 財政に関する基礎データ等の整理結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「様式

9 財政シミュレーション」に記入する。 

②収益的収支、資本的収支、資金残高等の条件設定 

・「3-3.更新需要見通しの検討」で算定した更新需要見通しを変動要素として反映し、

それ以外の費目・項目については直近の実績値等を基に一定の条件設定を行う。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」の「3-5-1.財政収支算定の条件設

定」を参照する。 

 

【参考】資金残高の定義 

本手引きにおいて資金残高とは「資本的収支不足額の補填に充てることができる資金の量」

と定義する。ただし、ここでいう資金残高とは、財政シミュレーション上で定義される金額で

あり、どの資金を資金残高と見なすかは事業体の判断による。例としては、下記のような計算

方法が存在する。 

・積立金（建設改良積立金、減債積立金、利益積立金等）や過年度損益勘定留保資金の合計か

ら計算する。 

・貸借対照表上の、流動資産（貯蔵品を除く）から流動負債（企業債除く）と固定負債の引当

金を除して計算する。 
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【参考】確保する資金残高の目標値について 

事業を運営する上では、安定した資金繰りを行うために一定程度の資金を手元に残しておくこ

とが望ましい。確保しておくべき水準の考え方は事業体によって異なるが、以下のような設定

例がある。 

・給水収益に対する割合で考える。（1年分、半年分等） 

例）1 年間の給水収益が約 15 億円であることから、半年分の収益である 7.5 億円を目標値

とする。 

・直近の資金残高の水準から設定する。（実績と同水準、等） 

例）資金残高の最新実績値が約 15億円であることから、同程度の資金を確保しておくこと

を目標に、15億円を目標値とする。 

資金残高の目標設定値の考え方は上記以外にも様々な根拠が考えられ、各事業体の判断によ

る。ただし、財政シミュレーションを実施する上では、現行の資金残高の水準より大幅に高い

目標値は、料金改定の水準を引き上げることとなる。逆に大幅に低い目標値を設定すると、当

面の間内部留保を切り崩して投資を行うことになり、状況によっては世代間の公平性を損なっ

てしまう可能性があることに留意する必要がある。 

 

2) 財政収支の算定、財源確保方策の検討 

・1)の条件設定にしたがって、今後 30 年以上の収益的収支、資本的収支、資金残高

等を算定する。 

・財政収支の算定に当たっては、現行の料金水準を将来据え置く場合（料金据置ケー

ス）と、財政収支の健全性を確保するための財源確保方策（料金改定等）を検討す

る場合（財源確保ケース）の２種類のケースで算定し、以下のような観点から、現

在の料金水準や起債水準の妥当性を確認するとともに、更新に必要な財源確保方策

の検討を行う（図Ⅱ-3-12）。 

① 損益勘定留保資金等（内部留保資金）の活用を考慮しつつ、更新財源の内訳を

設定し、起債への依存度等を把握する。 

② 上記の検討から、資金残高を把握し、長期的な観点から更新需要に対する財源

手当てが可能であるかを考察する。 

③ 現行の料金水準や起債水準が、将来的な更新需要に対応できるものであるか、

持続可能性が担保されたものであるか等を検証するとともに、料金改定等の財

源確保方策を検討する。 

・「3-2更新需要見通しの検討」で複数の更新需要を算定した場合は、それぞれの更新

需要に対して財政収支の算定を行い、更新需要に基づき更新投資を実施した場合の

財政への影響について両者の結果を比較検討する。 
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図Ⅱ-3-12 資本的収支・資金残高の検討イメージ 

 

（更新の前倒し等による財政収支への影響について） 

・重要度・緊急度が高く、各水道事業において最も優先して耐震化や更新を図るべき

施設については、できるだけ早期に更新を実施する必要がある。 

・更新の前倒しを行う場合の財政収支への影響については、時間計画保全により重要

度・優先度を考慮した更新需要と、状態監視保全により更新の前倒しを考慮した更

新需要のそれぞれに対する財政収支を算定し、両者を比較することにより把握する

ことができる。 

 「第Ⅲ編 アセットマネジメント手法の検討事例」における「3-5-2.財政収支の算定、

財源確保方策の検討」を参照。 

 「簡易支援ツール」を使用する場合、各更新需要の設定ケースに応じてファイルを作

成し比較する。 

 

 

料金据置ケース（左図）では、2020 年以降損益が赤字となり、資金残高（内部留保資

金）が減少する。結果として、2045～2050 年の大規模更新に対して財源が不足し、更新

事業費の全額を起債に依存しても資金ショートしてしまう状況となる。 

一方、適切な時期に料金改定を行うと（右図）、資金残高（内部留保資金）が確保され、

2045～2050年の大規模更新に対しても起債比率を抑制することができる。 

（料金据置ケース）   （財源確保ケース）   
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（料金体系、料金水準について） 

・水道法施行規則において、水道料金は、営業費用のほかに支払利息と資産維持費を

合算した額を基礎として設定することとされている。 

・「水道料金算定要領」では、料金算定の際に、将来の更新財源確保のために資産維持

費を見込むこととしており、資産維持率は「今後の更新・再構築を円滑に推進し、

永続的な給水サービスの提供を確保できる水準として 3%を標準」とすることとし

ている。 

・本手引きによる財政収支見通しは、一定の条件設定の下での検討であるが、財源確

保ケースにおいて、資金残高を確保しつつ、損益黒字を維持している（利益を計上

できている）場合、更新財源を料金収入によって確保できていることを意味してお

り、料金収入には資産維持費が見込まれているものと推測できる。 

 

【参考】資産維持費について（水道料金算定要領、令和 7年２月、日本水道協会） 

資産維持費は、給水サービス水準の維持向上及び施設実体維持のための原資として、事業内

に内部留保し、再投資されるべき額であり、実態資本の維持及び使用者負担の期間的公平性等

を確保する観点から、総括原価に含める額は次により計算された範囲内とし、その内容は施設

の建設、改良、再構築及び企業債の償還等に必要な所要額とする。 

資産維持率×対象資産＝資産維持費 

（１）対象資産は、償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残高とし、遊休資産を除く

等将来的にも維持すべきと判断される償却資産とする。 

（２）資産維持率は、今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給水サービスの提供を確

保できる水準として３％を標準とし、各水道事業者の中長期的な施設整備・更新計画及

び財政計画等に照らし適正な水準となるよう決定するものとする。 

 

（企業債について） 

・拡張の時代においては、財源の大部分を企業債に依存してきた。 

・水道施設は総じて寿命が長く、長期の供用期間となる。したがって、施設への投資

は、世代間の負担の公平性にも配慮する必要がある。 

・施設への投資費用を現在の世代からの料金収入のみで賄うことは、料金水準の上昇

を招き、世代間の不公平の原因となる。しかし、一方で、過度の起債は将来世代へ

負担のしわ寄せを起こしてしまうおそれがある。企業債残高の水準や、企業債残高

対給水収益比率といった指標を確認しながら、適度な範囲での起債計画となるよう

考慮する。 
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(5) 詳細型検討手法（タイプＤ） 

・詳細型検討手法(タイプＤ)は、更新需要以外の様々な変動要素を考慮して、包括的

な財政・経営シミュレーションを行い、財政収支見通しを検討する手法（詳細型）

である。 

・このためには、以下のような検討が必要である。 

① 水需要を考慮した料金収入・動力費の推計 

3-2.(6)にて検討した長期人口予測・水需要予測の結果を財政シミュレーシ

ョンに反映する。具体的には、水需要の増減に対して給水収益や動力費等が増

減するように推計を行う。 

給水収益の予測を行う上では、料金改定を行わない限り供給単価が一定であ

ると仮定して、供給単価と有収水量から給水収益を計算することが効果的であ

る。 

 

② 物価・賃金上昇影響の反映 

消費者物価指数の上昇率は 2013～2019 年度の期間は平均 0.8％/年程度で推

移していたが、コロナ禍を経て 2022 年度以降は約 3％/年程度で推移してい

る。国土交通省が公表している建設工事費デフレーター（上・工業用水道）で

も同様の傾向で、2013～19 年度は平均 2.％だった上昇率が、2022 年度以降は

約 5％/年程度で推移している（図Ⅱ-3-13、表Ⅱ-3-8）。 

また、令和 7 年１月に内閣府が公表した「中長期の経済財政に関する試算」

では、今後 10 年間にわたって約 1.0～2.0％/年の物価上昇率が見込まれてお

り、物価上昇の影響を無視できない時代となっている。 

物価・賃金上昇を見込まずに、各費用等を実績値のまま将来一定であると仮

定した場合、将来的に物価・賃金が上昇した場合に更新投資のための財源が不

足することとなる。物価・賃金の上昇率を正確に予測することは極めて困難で

あるが、検討時点で得られる情報を勘案し、その時点で最適と判断できる方法

で条件設定を行うことが求められる。 
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図Ⅱ-3-13 消費者物価指数・建設工事費デフレーターの推移 

 

表Ⅱ-3-8 消費者物価指数・建設工事費デフレーターの推移 

 

出典：総務省統計局、国土交通省の公表値及び内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和 7年 1月）」から作成 
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(6) 簡略型検討手法（タイプＡ及びタイプＢ） 

・簡略型検討手法は、収益的収支や資本的収支が検討できない場合の検討手法である。 

・そのような場合は、条件設定を簡略化する等実施可能な手法により、更新財源確保

の見通しを検討する。 

 

1) 財政収支の算定方法 

（タイプＢ） 

・タイプＢの実施方法は、収益的収支が検討できない場合の検討手法である。 

・このような場合、収益的収支が年度によらず均衡（損益が±0）していることを仮定

する等の条件設定を置いて資本的収支及び資金残高を検討する。 

 タイプＢにおける財政収支の算定方法等の詳細は、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手

法の検討事例」における「5．参考事例１（タイプ２Ｂによる検討） 5-4.財政収支見

通し（更新財源確保）の検討」等を参照する。 

（タイプＡ） 

・タイプＡの実施方法は、収益的収支、資本的収支、資金収支のいずれも検討できな

い場合の検討手法である。 

・特殊な事業が無い限り、上記の場合は想定しがたいが、このような場合でも、更新

需要を近年の投資額と比較する等して、財政収支上の問題点・課題を検討する。 

 タイプＡにおける財政収支の算定方法等の詳細は、「第Ⅲ編 アセットマネジメント手

法の検討事例」における「6．参考事例 2（タイプ１Ａによる検討） 6-4.財政収支見

通し（更新財源確保）の検討」等を参照する。 

2) タイプＣとの相違点 

・タイプＢの場合、収益的収支は均衡しているとの仮定をおいているので、例えば人

口減少による給水収益の減少等の影響を考慮することはできない。 

・タイプＡの場合、事業量（大きさ）の評価にとどまり、資金繰りや財源の確保を評

価することはできない。 

 

3) 継続的改善 

・簡略型検討手法（タイプＡ及びタイプＢ）は、標準型検討手法（タイプＣ）で検討

することが困難な場合に暫定的に（経過措置的に）用いるものである。 

・よって、簡略型検討手法を採用した場合には、標準型検討手法（タイプＣ）に移行

するための方策を検討するとともに、標準型検討手法への移行時期を明らかにして

おく。 

 

【参考文献】 

1) 水道料金算定要領,令和 7年 2月,日本水道協会 

2) 中長期の経済財政に関する試算,令和 7年 1月,内閣府 
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3-4. 妥当性の確認と検討結果のとりまとめ 

◆ 想定した複数の更新需要見通し及び財政収支見通しの検討結果について、水道

施設の健全度の推移や財政状況の推移等を吟味して、水道事業の持続可能性の

観点から、その妥当性を評価する。妥当性が確認できない場合には、必要に応

じて、マクロマネジメントの見直し（更新需要・財政収支見通しの再検討）を

行う。 

◆ マクロマネジメントの検討成果を基に、水道事業ビジョンや経営戦略等の計画

作成や広域化等の運営基盤強化に向けた検討等への活用も視野に入れ、アセッ

トマネジメントの問題点・課題や対応方針を検討する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・マクロマネジメントの検討成果（更新需要見通し及び財政収支見通し）を事業運営

に活用するには、まず、検討成果の妥当性が確認されなければならない。 

・妥当性が確保されていない例としては、更新需要が各年度の投資額の実績の数倍に

なっており実務的に対応できる状況にないことや、投資額の増大によって収益が悪

化したり資金残高が枯渇したりしているのに対策を講じないこと等が挙げられる。 

・また、マクロマネジメントの検討・実施を通じて、資産管理における問題点・課題

を抽出するとともに、今後の対応方針を整理し、水道事業ビジョン、経営戦略等の

計画策定で活用する。 

 

(2) 留意点 

・マクロマネジメントの妥当性は、算定された更新需要が資産の健全度を維持してい

く上で更新の規模・時期ともに十分なものであるか、更新需要に基づき更新事業を

実施するための財源が将来にわたって確実に確保されているか等の観点から検証

する。 

・これまでの拡張事業と異なり、今後は、需要減に対応した施設の規模及び配置の適

正化を検討していく必要がある。水道事業ビジョン、経営戦略等の作成における更

新事業を具体化していくため、長期の見通しから把握された課題等を明らかにしつ

つ、課題が顕在化する時期と対策を講じる時期、対策の概要について検討を行うこ

とが望ましい。 
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(3) 実施方法 

1) 妥当性の確認 

・マクロマネジメントの成果（更新需要見通し及び財政収支見通し）を、例えば、次

のような観点で評価する。 

① 更新需要見通し 

✓ 資産の健全性が将来とも保持されているか。 

✓ 現行の事業量や職員数等の組織体制から見て、更新事業量に無理がない

か。 

② 財政収支見通し 

✓ 現行の料金水準は、更新財源確保の面から見て妥当か。 

✓ 将来的に収益性は確保されるか。 

✓ 資金残高から見て、経営の安定性は保持されるか。 

✓ 企業債残高等からみて、世代間の負担の公平性に配慮されているか。 

・上記のような評価に照らして、検討内容・結果に問題があると判断される場合には、

必要に応じて、「3-2.更新需要見通しの検討」、「3-3.財政収支見通しの検討」の見直

しを行う。 

 今後の課題と対応策の検討結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「まとめシー

ト」の該当欄に記入する。 

 

2) 問題点・課題の抽出と対応方針の検討 

・マクロマネジメントの成果を踏まえた今後の課題と対応方針について、例えば、図

Ⅱ-3-14 及び図Ⅱ-3-15 のようにとりまとめ、マクロマネジメントの今後のレベル

アップに向けた改善方策の検討に活用する（「3-5. マクロマネジメントのレベルア

ップに向けた改善方策の検討」参照）。 

① 検討結果のとりまとめ 

✓ 更新需要見通し及び財政収支見通しの検討手法を整理する。 

✓ 検討結果として、更新需要とその効果（例えば健全度等）、事業費と財源、

資本的収支と資金残高等を整理する。 

✓ 検討結果に対する妥当性の確認、問題点・課題の抽出及びそれに対する

対応方針を整理する。 

② 水道事業ビジョンや経営戦略等計画作成への情報 

✓ 計画作成段階における問題点・課題を抽出整理する。 

✓ 更新需要見通しに関して、現行の事業計画と比較して、事業費の大小等

を考察する。また、施設の規模及び配置の適正化等、計画作成段階にお

ける留意事項を整理する。 

✓ 財政収支見通しについて、現行の事業計画（財政計画）との比較や、財

源確保から見た課題、留意点等を整理する。 

✓ 広域化や官民連携の可能性については、水道事業ビジョン等の計画作成
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時に併せて検討される場合が多いと思われるが、更新需要及び財政収支

見通しの検討成果を基に、必要に応じて他の水道事業者との連携、民間

活用等の方策の可能性を検討する。 

 今後の課題と対応策の検討結果は、「簡易支援ツール」を使用する場合、「まとめシー

ト」の該当欄に記入する。 
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図Ⅱ-3-14 アセットマネジメントまとめシート例（１） 

アセットマネジメント検討結果

A市　水道事業

資産の見通しの検討条件

施設の統廃合の反映

施設のダウンサイジング

管路のダウンサイジング

財政の見通しの検討条件

収益的収支

資本的収支

将来の水需要動向

物価上昇の見込み

賃金上昇の見込み

資産維持費の見込み

料金改定検討

更新需要の見込み

今後のアセットマネジメントのレベルアップへ向けた検討

更新需要の見通し

更新需要の見通し(千円) 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年 合計

構造物及び設備 3,264,735 1,164,254 4,417,106 777,311 4,476,878 1,745,942 2,815,201 2,117,215 5,185,385 3,361,509 29,325,536

管路 3,393,981 193,179 269,266 948,758 6,273,733 4,789,600 2,846,598 3,405,919 6,851,983 3,253,174 32,226,191

合計 6,658,716 1,357,433 4,686,372 1,726,069 10,750,611 6,535,542 5,661,799 5,523,134 12,037,368 6,614,683 61,551,727

検討条件

資産の見通し

今後数年以内に更新時期を迎える2つの配水池について、施設統廃合を行った。また、使用水量が特に少ない地域については分散型シス

テムの導入を検討した。

各配水池の将来の配水量を推計し、それぞれの更新時期において必要となる配水池有効容量を算出し、費用関数を用いてダウンサイジン

グ後の更新需要を適用した。

市全体の水需要減少を受け、大口径管路は今後の更新において1サイズ小さくした口径にて更新することを仮定し更新需要を計算した。

マイナス（赤字）にならないこと。

高い料金改定率を求める必要があることから、市民に対して丁寧な説明を心掛ける必要がある。

また、2045年以降には直近の事業費の2倍以上の事業費を計上している。現在の職員体制でも実施することが困難であることが想定されるため、引き続き施設の統廃

合を検討することで事業量自体を減少させることや、官民連携手法を導入することで遅滞なく更新を実施できる体制を構築する方針について検討を進める必要がある。

1年あたり168,341千円を見込んだ。

毎年1%の増加を50年間見込んだ。

毎年1%の増加を50年間見込んだ。

独自に実施した水需要予測の結果に従った。

資金残高が1,500百万円以下にならないこと。

②実使用年数から算出した 更新需要を見込んだ。

初回の料金改定で必要な料金改定率は23％となる見込みである。

初回の料金改定は2027年に見込んだ。その後は5年ごとに検討を行った。
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図Ⅱ-3-15 アセットマネジメントまとめシート例（２） 

収益的収支(5年平均) 2020年～2024年 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年

年間有収水量(千㎥) 8,217 8,061 7,762 7,401 6,997 6,581 6,304 6,056 5,821 5,612 5,585

給水収益(百万円) 1,511 1,685 1,859 1,993 2,019 2,184 2,318 2,370 2,390 2,513 2,670

収入合計(百万円) 1,694 1,861 2,024 2,146 2,159 2,313 2,435 2,474 2,483 2,601 2,758

支出合計(百万円) 1,391 1,534 1,771 1,885 1,935 1,963 2,209 2,240 2,246 2,320 2,548

経常損益(百万円) 304 327 253 261 224 350 226 234 237 280 209

給水原価(円/㎥) 183.8 209.0 239.5 269.3 288.5 331.9 367.7 391.3 410.6 447.8 478.0

供給単価(円/㎥) 157.6 179.4 218.3 245.9 269.1 292.1 345.9 367.2 385.0 413.5 456.2

資産維持費(百万円) 0 101 168 168 168 168 168 168 168 168 168

資本的収支(5年平均) 2020年～2024年 2025年～2029年 2030年～2034年 2035年～2039年 2040年～2044年 2045年～2049年 2050年～2054年 2055年～2059年 2060年～2064年 2065年～2069年 2070年～2074年

借入(百万円) 100 597 0 0 0 509 155 16 0 1,132 115

収入合計(百万円) 328 743 146 146 146 655 301 162 146 1,278 261

事業費(百万円) 930 1,332 420 937 345 2,150 1,307 1,132 1,105 2,407 1,323

借入償還金(百万円) 127 63 97 138 138 138 65 73 84 85 125

支出合計(百万円) 1,057 1,395 516 1,075 483 2,288 1,372 1,206 1,189 2,492 1,448

資金残高(百万円) 1,500 1,500 3,156 2,459 4,804 1,500 1,500 1,691 1,883 1,500 1,500

借入残高(百万円) 3,313 3,913 4,550 4,887 5,255 5,664 5,537 5,373 5,172 4,947 4,698

健全度の見通し

構造物及び設備（千円） 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年 2075年

健全資産 14,889,490 15,355,060 15,807,350 15,652,117 14,819,206 16,003,407 15,655,639 15,189,445 13,798,053 14,805,914 15,734,496

経年化資産 3,001,977 830,386 511,798 2,171,516 1,435,038 1,656,565 2,118,829 1,152,484 2,690,871 1,514,792 1,868,663

老朽化資産 100,027 1,806,048 1,672,346 167,861 1,737,250 331,522 217,026 1,649,565 1,502,570 1,670,788 388,335

管路（km） 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年 2075年

健全管路 309.92 276.64 245.04 219.27 190.83 184.44 185.44 168.34 181.17 220.84 251.44

経年化管路 7.77 41.04 72.65 98.42 126.85 133.24 132.25 149.35 136.51 96.85 66.24

老朽化管路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

財政の見通し
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3-5. マクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策の検討 

◆ マクロマネジメントの検討結果を踏まえて、現状における資産管理水準を自己

採点し、今後改善すべき事項を抽出する。 

◆ 具体的には、アセットマネジメントの各構成要素である「必要情報の整備」、

「ミクロマネジメント（点検・診断等）の実施」、「マクロマネジメントの実施」

それぞれについて、改善事項や改善時期等を明らかにする。 

◆ アセットマネジメントの各構成要素における管理状況や管理目標の達成状況

等を定量的・客観的に評価する内部管理指標（管理指標）の活用を検討する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・アセットマネジメント（資産管理）の実践にあたっては、理想とすべき資産管理の

水準を念頭におきつつも、現状のデータ整備状況等を勘案しつつ、まずは実施可能

な手法で実践することが重要である。 

・その一方で、アセットマネジメントの実践を一過性の取組で終わらせるのではなく、

マクロマネジメントの成果について自己評価するとともに、改善すべき事項を抽出

し、継続的な改善を図っていくことにより、アセットマネジメント（資産管理）全

体の水準を段階的に向上させていく必要がある。 

 

(2) 留意点 

・水道事業においては、従前より資産台帳の整備や施設管理等が行われてきているが、

日常の管理の視点ではなくアセットマネジメント（資産管理）の視点で現在の管理

状況を見た場合、今まで認識されていなかった問題点・要改善点が改めて明らかに

なるものと考えられる（「第Ⅰ編 総論 3-3.資産管理水準の段階的向上」参照）。 

・マクロマネジメントの検討結果を踏まえ、現状における資産管理水準を自己評価し

た上で、アセットマネジメント（資産管理）の各構成要素である「必要情報の整備」、

「ミクロマネジメントの実施」、「マクロマネジメントの実施」それぞれに関する改

善方策を抽出し、継続的な改善を図っていく必要がある。 

・さらに、アセットマネジメントの各構成要素における管理状況や管理目標の達成状

況等を定量的・客観的に評価する内部管理指標（管理指標）の活用を検討する。 

 



第Ⅱ編 各論～アセットマネジメント（資産管理）の実践手法 

 

 Ⅱ－70 

(3) 改善方策の検討 

・アセットマネジメント（資産管理）の構成要素毎に、例えば下記の観点で自己採点

し、表Ⅱ-3-9のような様式で整理する。その際、改善方策の実施が確実に行われる

ように、改善方策（何を）だけでなく、実施主体（誰が）や実施目標期間（いつま

でに）を明らかにしておく。 

1) 必要情報の整備 

➢ 構造物及び設備の更新需要を算定するための基礎データが整備されているか。 

➢ 管路の更新需要を算定するための基礎データが整備されているか。 

➢ 財政収支見通しを検討するための基礎データが整備されているか。 

 

2) ミクロマネジメントの実施 

① 水道施設の運転管理・点検調査 

➢ 点検調査が適切に実施され、更新需要の見通しに反映されているか（更新基準

の検討等に利用できるような形で点検調査結果が保存・整理されているか）。  

② 水道施設の診断と評価 

➢ 診断に必要な図面・台帳・計算書・地盤等の情報やデータは十分に整備されて

いるか。 

➢ 機能診断が実施されているか。診断結果と措置対応記録等は保存・整理されて

いるか。 

➢ 耐震診断は実施されているか。診断結果と耐震性能評価結果、措置対応記録等

は保存・整理されているか。 

➢ 診断結果に応じて補修等の緊急措置や詳細診断の実施、点検頻度・項目変更等

の必要な措置が執られたか。 

 

3) マクロマネジメントの実施 

① 更新需要見通しの検討 

➢ 重要度・優先度を考慮した更新基準となっているか。 

➢ 更新時期の設定に、機能診断や耐震診断等の結果が反映されているか。 

➢ 更新需要の見通しは、将来的な資産の健全度を踏まえた上で設定されているか。 

➢ 健全度の評価結果は、日常の維持管理で対応できる水準であるか。 

➢ 現行の事業計画は、更新事業の見通しから見て妥当なものであるか。 

➢ 更新需要の見通しから、問題点・課題等を抽出し、水道事業ビジョンや経営戦

略等の計画作成に適切に活用・反映されるか。 

② 財政収支見通しの検討 

➢ 現行の事業計画は、財政収支の見通しから見て妥当なものであるか。 

➢ 財政収支の見通しから、問題点・課題等を抽出し、水道事業ビジョンや経営戦

略等の計画作成に適切に活用・反映されるか。 
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表Ⅱ-3-9 自己採点と改善方策（例） 

 

  

評　　価　　基　　準 自己採点
実施主体
（誰が）

改善時期
（いつまで）

改善方策
（何をする）

改　善　点　（例）

構造物及び設備の資産データが、更新
工事の単位で整理されているか

やや不十分
設備管理担

当
2027年度

様式2-1の資産リストを現地と照
合し、修正を行う。

固定資産台帳のデータの見
直し

管路のデータが、布設年度別に集計で
きるか

やや不十分
管路管理担

当
2028年度

マッピングシステムの構築によ
り、様式2-2のデータを作成する。

マッピングシステムの整備

財政収支見通しの検討レベル やや不十分 財務担当 2028年度

現行の財務管理システムでは10
年後までの将来推計しかできな
いので、長期推計が可能となるよ
うに改良する。

財務管理システムの改良

2-1
水道施設の維持管
理（点検調査）

更新基準（更新サイクル）が、これまで
の維持管理の実態を踏まえて作成され
ているか

やや不十分
設備管理担

当
2027年度

故障・補修履歴の整理を行い、設
備台帳等に反映する。

点検記録台帳の整備
事故・故障等の傾向分析

構造物及び設備の機能診断を実施済み
か

やや不十分 計画担当 2029年度
浄水場の設備について、機能診
断を行い、更新時期の見直しを行
う。

機能診断の実施

構造物及び設備の耐震診断を実施済み
か

やや不十分 計画担当 2027年度
耐震診断未実施の施設につい
て、順次、耐震診断を行う。

耐震診断の実施

重要路線について、管路の耐震性評価
を実施済みか

やや不十分 計画担当 2026年度
管路の被害想定・耐震化計画を
行い、重要路線の指定、耐震化
の優先順位付けを行う。

耐震診断の実施

更新需要の検討手法が、データの整備
状況等に基づいて適切に選定できてい
るか

やや不十分 計画担当 2026年
長期の水需要予測を行い、施設
規模の見直しを行う。

再構築、規模の適正化を考
慮した更新需要の算定

財政収支見通しの検討手法が、データ
の整備状況等に基づいて適切に選定で
きているか

やや不十分
設備管理担

当
2028年

設備の経過年数と補修費用との
傾向分析を行う。

老朽化の進行に伴う補修費
の傾向分析

重要度・優先度を考慮した更新基準と
なっているか

やや不十分 計画担当 2026年
導水管破損時のバックアップの検
討を行う。その上で、前倒し更新
を検討する。

機能停止時のバックアップ
等を考慮して、重要度の設
定

更新時期の設定において、耐震化、機
能改良が考慮されているか

やや不十分 計画担当 2029年
機能診断・耐震診断等の結果に
応じて、更新時期の見直しを行
う。

耐震化計画の作成

更新需要の見通しが、健全度を踏まえ
て算定されているか

やや不十分 計画担当 2027年
経年化管路の増加が避けられな
いので、漏水履歴等を勘案して、
更新計画を作成する。

経年化管路の更新計画の
作成

健全度評価の結果は、維持管理で対応
できる水準であるか

やや不十分
設備管理担

当
2027年

経年化設備に対する点検サイク
ルの見直しを行う。

経年化資産に対する点検調
査

現行の事業計画は、更新需要の見通し
から見て妥当なものであるか

やや不十分 計画担当 2028年
機能診断・耐震診断等の結果を
踏まえ、再構築、再編成を検討す
る。

基本計画（水道事業ビジョ
ン・経営戦略）の見直し

更新需要の見通しから、問題点・課題を
他計画の入力情報として整理されている
か

やや不十分 計画担当 2028年

需要の動向に応じて、規模の適
正化を検討する。
（水道事業ビジョン、経営戦略の
見直し）

基本計画（水道事業ビジョ
ン・経営戦略）の見直し

現行の経営計画（財政計画）は、財政収
支の見通しから見て妥当なものである
か

やや不十分 財務担当 2026年
長期の財政収支見通しを踏まえ、
損益勘定留保資金等の確保方策
を検討する。

経営計画の見直し（料金水
準の検討）

財政収支の見通しから、問題点・課題を
他計画の入力情報として整理されている
か

やや不十分 財務担当 2028年
料金水準見直しのため、維持管
理費等のコスト縮減計画を作成
する。

基本計画（水道事業ビジョ
ン・経営戦略）の見直し
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(4) 管理指標 

・管理指標とは、水道事業者がアセットマネジメントの各構成要素における管理状況

や管理目標の達成状況等を定量的・客観的に評価するために用いる内部管理指標で

ある。 

・管理指標は、指標の算出に必要な基礎データが整備されているものであって、過去

（実績）・現在・将来（目標）間の対比や事業体間の比較等が容易であり、かつ、理

解しやすい（わかりやすい）ものとする。 

・他の水道事業との比較等を行いやすくするため、日本水道協会の「水道事業ガイド

ライン」（ＪＷＷＡ Ｑ 100）に定める業務指標（PI）を積極的に活用する。 

・アセットマネジメントの各構成要素において、管理指標として活用可能と考えられ

る指標を以下に例示する。 

 

1) 必要情報の整備 

・施設台帳（管路台帳、土木施設台帳、設備台帳等）の有無 

・施設台帳データ及び図面等の電子化（管路データの電子化、土木施設データの

電子化、機械・電気・計装設備データの電子化等） 

 

2) ミクロマネジメントの実施 

① 水道施設の運転管理・点検調査 

・「水道事業ガイドライン」には、適正な維持管理に関連して、以下のような業務

指標（PI）がある。 

・適正な維持管理 

B201(5101) 浄水場事故割合、B204(5103) 管路の事故割合、B206(5104) 鉄製管路の

事故割合、B207(5105) 非鉄製管路の事故割合、B208(5106) 給水管の事故割合、

B117(5110) 設備点検実施率、B108(5111) 管路点検率、A205(5115) 貯水槽水道指導

率 

② 水道施設の診断と評価 

・機能診断や耐震診断の実施割合 

・老朽度、健全度等の施設の状態を示す指標 

・施設の経過年数等 

 

3) マクロマネジメントの実施 

① 更新需要見通し 

・「2-2.水道施設の診断と評価」で示したように、資産の年齢構成による区分を

利用して、例えば経年化資産や老朽化資産の割合を指標とすることが考えられ

る。 

・「水道事業ガイドライン」には、資産の健全度（老朽化）や耐震性、リスク管理
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に関連して、以下のような業務指標（PI）がある。 

・資産の健全性(老朽化) 

B501(2101) 法定耐用年数超過浄水施設率、B502(2102) 法定耐用年数超過設備率、

B503(2103) 法定耐用年数超過管路率 等 

・資産の耐震性 

 B602(2207) 浄水施設の耐震化率、B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化率、

B603(2208) ポンプ所の耐震化率、B604(2209) 配水池の耐震化率、B605(2210) 管路

の耐震管率、B606 基幹管路の耐震管率、B606-2 基幹管路の耐震適合率、B607 重要

給水施設配水管路の耐震管率、B607-2 重要給水施設配水管路の耐震適合率 等 

・リスク管理 

A301(2201) 水源の水質事故件数、B205(2202) 基幹管路の事故割合、B202(2204) 事

故時断水人口率、B201(5101) 浄水場事故割合、B204(5103) 管路の事故割合、

B206(5104) 鉄製管路の事故割合、B207(5105) 非鉄製管路の事故割合、B208(5106) 

給水管の事故割合、B110(5107) 漏水率、B209(5109) 給水人口一人当たり平均断水・

濁水時間 等 

② 財政収支見通し 

・「水道事業ガイドライン」には、種々の経営指標が示されているので、当該水道

事業の実態や経営上の課題に応じて選定する。 

・収益性 

C101(3001) 営業収支比率、C102(3002) 経常収支比率、C103(3003) 総収支比率、

C104(3004) 累積欠損金比率、C105(3005) 繰入金比率（収益的収支分）、C106(3006) 

繰入金比率（資本的収入分） 等 

・労働生産性 

C107(3007) 職員一人当たり給水収益、C108(3008) 給水収益に対する職員給与費

の割合 等 

・資金繰り 

C118(3022) 流動比率、C121(3025) 企業債償還元金対減価償却費比率、C110(3010) 

給水収益に対する減価償却費の割合 等 

・安定性 

C111(3011) 給水収益に対する企業債償還金の割合、C112(3012) 給水収益に対す

る企業債残高の割合、C119(3023) 自己資本構成比率 等 

・料金水準等 

C113(3013) 料金回収率、C114(3014) 供給単価、C115(3015) 給水原価、C116(3016) 

１ヶ月当たり家庭用料金(10m3)、C117(3017) １ヶ月当たり家庭用料金（20m3） 等 

 

4) 事業の実施段階 

・事業の進捗状況を示すものとして、「水道事業ガイドライン」には以下の指標

がある。 
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B501(2101) 法定耐用年数超過浄水施設率、B502(2102) 法定耐用年数超過設備率、

B503(2103) 法定耐用年数超過管路、B504(2104) 管路の更新率、B505(2105) 管路

の更生率、B601(2106) バルブの更新率、B402(2107) 管路の新設率、B602(2207) 

浄水施設の耐震化率、B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化率、B603(2208) ポン

プ所の耐震化率、B604(2209) 配水池の耐震化率、B605(2210) 管路の耐震管率、

B606 基幹管路の耐震管率、B606-2 基幹管路の耐震適合率、B607 重要給水施設配

水管路の耐震管率、B607-2 重要給水施設配水管路の耐震適合率 等 

 

・「第Ⅲ編 アセットマネジメントの検討手法」における検討事例１（タイプ３Ｃ）及

び検討事例２（タイプ４Ｄ）では、表Ⅱ-3-10 に示す指標が算定可能である。それ

以外の指標は、条件設定や別途の検討が必要となる。 

・参考事例１（タイプ２Ｂ）及び参考事例２（タイプ１Ａ）では、更新需要と施設と

の対応付けがされていないので、業務指標（PI）の算定は難しい。 

 

表Ⅱ-3-10 検討事例１（タイプ３Ｃ）で算定可能な業務指標 

項   目 更新需要の算定 財政収支見通し 

資産の健全

度(老朽化) 

B501(2101) 法定耐用年数超過浄水施

設率 

B502(2102) 法定耐用年数超過設備率

B503(2103) 法定耐用年数超過管路 

－ 

リスク管理 

B602(2207) 浄水施設の耐震化率 

B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化

率 

B603(2208) ポンプ所の耐震化率 

B604(2209) 配水池の耐震化率 

B605(2210) 管路の耐震管率 

B606 基幹管路の耐震管率 

B606-2 基幹管路の耐震適合率 

B607 重要給水施設配水管路の耐震管

率 

B607-2 重要給水施設配水管路の耐震

適合率 

－ 

収益性 － 

C101(3001) 営業収支比率 

C102(3002) 経常収支比率 

C103(3003) 総収支比率 

C104(3004) 累積欠損金比率 

C105(3005) 繰入金比率（収益的収支
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分） 

C106(3006) 繰入金比率（資本的収入

分） 

資金繰り － 

C121(3025) 企業債償還元金対減価償

却費比率 

C110(3010) 給水収益に対する減価償

却費の割合 

安定性 － 

C111(3011) 給水収益に対する企業債

償還金の割合 

C112(3012) 給水収益に対する企業債

残高の割合 

料金水準等 － 

C113(3013) 料金回収率 

C114(3014) 供給単価 

C115(3015) 給水原価 

 

【参考文献】 

1) 水道事業ガイドライン（JWWA Q100）:2016,平成 28年 3月,日本水道協会 
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4. 更新需要・財政収支見通しの活用 

4-1. 水道事業ビジョンや経営戦略等の計画作成における活用 

◆ 水道事業ビジョンや経営戦略等の計画作成に当たっては、マクロマネジメント

（更新需要見通し及び財政収支見通しの検討）の実施を通じて把握された課題

の解決方策を検討し、持続可能な水道事業のための戦略・方策を検討する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・マクロマネジメントの成果である更新需要の見通しは、実際に事業として具体化さ

れなければならない。 

・マクロマネジメントの実践により得られる長期の更新需要及び財政収支見通しの検

討成果を基に、自らの水道事業のあるべき「将来像」を可視化させ、その実現化方

策を水道事業ビジョンや経営戦略に反映させることにより、マクロマネジメントの

成果が水道事業ビジョンや経営戦略等に活かされ、両者を有機的に結びつけること

が求められる。 

(2) 留意点 

・計画の策定方法は、「『水道事業ビジョン』作成の手引き」や「経営戦略策定・改定

マニュアル」「水道施設設計指針 2024」を参考図書とすることとし、ここでは、計

画作成段階におけるマクロマネジメントの成果（更新需要、財政収支）の活用方法

や留意点を解説する。 

 

図Ⅱ-4-1 アセットマネジメントと水道事業ビジョン・経営戦略等の各種計画との関係図 

水道事業
ビジョン

経営戦略

10年後

アセットマネジメント
（更新需要及び財政収支の見通し）

30年後～

目標期間：概ね10年後
( 水道事業ビジョン 作成の手引き)

目標期間：10年以上の合理的な期間
(経営戦略策定ガイドライン)

3～5年毎に改定
(経営戦略策定・改定マニュアル)

目指すべき方向性

バックキャスト目標

目標
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(3) 実施方法 

1) マクロマネジメント成果の水道事業ビジョンや経営戦略への反映 

・「『水道事業ビジョン』作成の手引き」では、設定した理想像や目標を達成するため

に推進する実現方策を取り上げることとしており、課題解決のための基本的な取組

として、「水安全計画」「耐震化計画」の策定とともに「アセットマネジメント」の

実施を必須事項としている。 

 

【「水道事業ビジョン」作成の手引き】 

６．４ 推進する実現方策 

（１）戦略的アプローチによる方策推進 

方策の推進にあたっては、「持続」「安全」「強靱」のそれぞれについて、課題解決のため

の基本的な取り組みとして、施設の再構築等を考慮した「アセットマネジメント」の実施並

びに「水安全計画」及び「耐震化計画」の策定を必須事項とする。これらを戦略的アプロー

チとして、水道事業における体制強化を図ることとする。戦略的アプローチによる取り組

みについて、未実施の水道事業にあっては具体的な時期を明示することとし、既に実施済

みの水道事業にあっては適切な活用による実施方針や具体的な実現方策について記載する

こととする。 

 

・「経営戦略策定・改定マニュアル」では、投資・財政計画（収支計画）の策定にあた

り、投資とその財源の試算について可能な限り長期の目標（30～50年超）を記載す

ることとしている。 

 

【経営戦略策定・改定マニュアル】 

Ⅱ 投資・財政計画（収支計画）の策定にあたっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

「投資試算」は、将来にわたって安定的に事業を継続していくために必要となる施設・設備に

関する投資の見通しを試算した計画である。 

必要となる投資の見通しを立てるためには、将来的な水需要（給水量）とそれに必要な供給能

力を把握した上で、施設の将来像を想定し、施設を設置・維持・廃止していくために必要な

コストを計算する。 

目標設定については、計画期間の目標に加えて、可能な限り長期間（30 年～50 年超）で複数

の前提で行ったその試算結果及びそれに基づく長期目標も併せて記載すること。 

（中略） 

② 収支計画のうち財源についての説明 

目標設定については、投資と同じように計画期間の目標に加えて、可能な限り長期間（30 年

～50 年超）で複数の前提で行ったその試算結果及びそれに基づく長期目標も併せて記載する

こと。 
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①更新に対する戦略・方針の検討 

・水道事業ビジョンや経営戦略等の計画作成に当たっては、マクロマネジメントの検

討成果を踏まえ、次の点について具体的な検討を行い、その検討結果を水道事業ビ

ジョンや経営戦略等に反映することが望ましい。 

  ○更新需要見通し 

✓ 長期水需要予測 

✓ 全ての資産を更新する場合に必要となる費用（更新需要）と実際の建設改良

費とのギャップの把握 

✓ 上記２つの予測に基づく、施設の規模及び配置の適正化（更新需要の見直し） 

○財政収支見通し 

✓ コスト縮減等の経営改善方策も含めた費用の推計（収支見通しの見直し） 

✓ 物価・賃金上昇影響を考慮した費用の推計 

✓ 当面の施設整備方策を踏まえた収支見通し 

✓ 長期的な企業債残高の推移と計画的な借入の見通し 等 

 

②サービス水準の向上方策 

・水道事業ビジョンや経営戦略等の計画作成に当たっては、更新時期等をとらえた施

設の機能向上やサービス水準の向上方策についても具体的な検討を行い、その検討

成果を水道事業ビジョンや経営戦略等に反映することが望ましい。 

・多くの水道施設が更新時期を迎えるタイミングや、その時点における水需要（給水

量）を踏まえて、水道システムの再構築を検討するべき時期を可視化することがで

きる。検討すべき時期から逆算し、再構築計画策定の見通しを立てることができる

（図Ⅱ-4-2）。 
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図Ⅱ-4-2 アセットマネジメントの検討結果の活用イメージ 

 

2) 料金水準及び料金体系の検討 

・料金水準や料金体系の改定の検討に当たっては、短期的な財政収支の健全性の確保

のみならず、長期的な視点にたって、必要な更新投資を着実に実施するために必要

な更新財源が将来にわたって確保されるか否かについて十分配慮する。 

・適切な資産維持費の導入による資金確保、企業債借入額の削減についても検討する。 

 

 

【参考文献】 

1) 「水道ビジョン」作成の手引き,平成 26年 3月,厚生労働省 

2) 経営戦略策定・改定マニュアル,令和 4年 1月,総務省 

3) 水道施設設計指針 2024,令和 7年 3月,日本水道協会 
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4-2. 情報提供・公表 

◆マクロマネジメントの実践を通じて得られた検討成果を基礎情報として活用し、

水道利用者や議会等といったステークホルダー（利害関係者）に対して更新投資

の必要性や更新投資の効果について適切な情報提供・公表及び説明を実施する。 

◆情報提供に当たっては、水道事業ガイドラインによる業務指標（PI）を活用する

等、更新事業によって期待される効果の定量化・客観化に努める。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・情報提供については、水道法第 24条の２において、「水道事業者は、水道の需要者

に対し、国土交通省令で定めるところにより、第 20 条第 1 項の規定による水質検

査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない」と規定されてお

り、提供すべき情報の内容や提供の頻度、方法等については水道法施行規則第 17条

の２に定められている。 

・また、水道法第 22条の 4第 2項において、「水道事業者は、国土交通省令で定める

ところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを

作成し、これを公表するよう努めなければならない。」と規定されている。公表する

よう努めなければならない内容や見直しの頻度については、水道法施行規則第 17

条の４に定められている。 

・今後大規模な更新事業が控え、料金改定が必要となることが想定される中、水道事

業者は、水道法の規定の趣旨を十分踏まえた上で、水道利用者や議会といったステ

ークホルダー（利害関係者）に対して更新投資の必要性を説明し、施設の更新には

相応の負担が必要であることについて、理解を得るための情報提供を適切に行って

いく必要がある。 

 

(2) 留意点 

・情報提供の対象者は、水道料金の負担者である水道利用者や水道利用者を含む住民

の代表者である議会等、いわゆるステークホルダー（利害関係者）である。 

・更新投資の必要性や効果等に関する情報提供に当たっては、事業の必要性、コスト

や実施効果等の情報を、マクロマネジメントの成果や業務指標（PI）等を活用して、

分かりやすく説明する必要がある。 

・水道法施行規則第 17 条の 4 第 4 項で公表が求められているのは、「10 年以上を基

準とした合理的な期間」についての収支見通しである。30年以上の長期を対象とし

たマクロマネジメントにおける収支見通しとして公表するのではなく、マクロマネ

ジメントの検討結果を反映した経営戦略を公表することが求められている点に留

意する必要がある。 
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(3) 実施方法 

1) 更新投資の必要性に関する情報提供 

・水道利用者の理解を得るためには、なぜ、施設更新が必要なのか、その効果はどう

なるのか等、次の点に留意して説明する必要がある。 

① 施設更新の意思決定プロセスを明確に示す。 

② 水道事業を取り巻く環境、将来像について明確にする。 

③ 必要性を数値等で比較し、わかりやすく説明する。 

④ 施設更新でもたらされる便益を利用者の視点で説明する。 

⑤ 更新に伴う利用者負担や影響等負の部分も説明する。 

・事業の必要性を水道利用者に理解していただくためには、実施した場合と実施しな

かった場合との比較が有効と考えられる。また、できるだけ定量的な指標で示すこ

とが望ましい。 

・例えば、「3-2.更新需要の見通しの検討」で示した健全度の区分は、更新を実施しな

かった場合の資産の状況を説明する資料として活用が可能である。 

・さらに、更新需要の算定結果と併せて示すことで、資産の健全度を維持するために

必要な更新投資（コスト）とそれにより得られる効果の両面から説明することがで

きる（図Ⅱ-4-3）。 
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図Ⅱ-4-3 健全度と更新需要の算出の説明例 
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更新事業を実施しなかった場合、年数経過とともに、経年化資産→老朽化資産に変化し、

老朽化資産や経年化資産が多く占める（左上図）。全て健全資産に保つために法定耐用年

数で更新する場合、今後 50年間で約 500億円必要となる（左下図）。一方、適切な更新時

期を定めて更新事業を実施すると約 300億円に縮減できる（右下図）。費用を削減した分、

経年化資産や老朽化資産が発生するが、維持修繕によって対応できる量であることが分か

る（右上図）。 
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2) 業務指標の活用 

・水道事業ガイドラインによる業務指標は、定義が明確に定められており、水道統計

等を活用して各水道事業者における業務指標を算定し、類似事業や全国平均値と比

較検討することが可能であることから、積極的に活用する。 

 

（業務指標の分類） 

➢ 耐震化の水準を示す業務指標 

・B602(2207) 浄水施設の耐震化率、 B603(2208) ポンプ所の耐震化率、B604(2209) 配

水池の耐震化率、B605(2210) 管路の耐震管率 等 

➢ 資産の健全性(老朽化)を示す業務指標 

・B501(2101) 法定耐用年数超過浄水施設率、B502(2102) 法定耐用年数超過設備率、

B503(2103) 法定耐用年数超過管路率 等 

➢ 点検調査に関わる業務指標 

・B401(5102) ダクタイル鋳鉄管・鋼管率、B117(5110) 設備点検実施率、B108(5111) 管

路点検率、B211(5114) 消火栓設置密度、A205(5115) 貯水槽水道指導率 

➢ 事業効果に関わる業務指標 

・将来への備え 

B501(2101) 法定耐用年数超過浄水施設率、B502(2102) 法定耐用年数超過設備率、

B503(2103) 法定耐用年数超過管路率、B202(2204)事故時断水人口率 

・耐震化の状況 

B602(2207) 浄水施設の耐震化率、B603(2208) ポンプ所の耐震化率、B604(2209) 配

水池の耐震化率、B605(2210)  管路の耐震管率 

・リスク管理 

A301(2201) 水源の水質事故件数、B205(2202) 基幹管路の事故割合、B202(2204) 事

故時断水人口率、B201(5101) 浄水場事故割合、B204(5103) 管路の事故割合、

B206(5104) 鉄製管路の事故割合、B207(5105) 非鉄製管路の事故割合、B208(5106) 

給水管の事故割合 

・適正な維持管理 

B110(5107) 漏水率、B209(5109) 給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 

➢ 財政状態に関わる業務指標 

C101(3001) 営業収支比率、C102(3002) 経常収支比率、C103(3003) 総収支比率、

C104(3004) 累積欠損金比率、C105(3005) 繰入金比率（収益的収入分）、C106(3006) 

繰入金比率（資本的収入分）、C107(3007) 職員一人当たり給水収益、C108(3008) 給

水収益に対する職員給与費の割合、C109(3009) 給水収益に対する企業債利息の割合、

C110(3010) 給水収益に対する減価償却費の割合、C111(3011) 給水収益に対する建

設改良のための企業債償還元金の割合、C112(3012) 給水収益に対する企業債残高の

割合、C113(3013) 料金回収率、C114(3014) 供給単価、C115(3015) 給水原価、

C116(3016) １か月 10m3当たり家庭用料金、C117(3017) １か月 20m3当たり家庭用料

金、B112(3018) 有収率、B104(3019) 施設利用率、B105(3020)最大稼働率、B106(3021) 
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負荷率、C118(3022) 流動比率、C119(3023) 自己資本構成比率、C120(3024) 固定比

率、C121(3025) 企業債償還元金対減価償却費比率、C122(3026) 固定資産回転率、

C123(3027) 固定資産使用効率 等。 

 

（活用方法の例） 

・業務指標の活用方法としては、次のような方法が考えられる。 

① 当該水道事業について、経年的な傾向を見る（トレンド）。 

② 全国平均値との比較や、給水人口規模が同じ水道事業者や水源構成が類似

している水道事業者等との比較を行う（クロスセクション）。 

・日本水道協会では、公表された業務指標をホームページ上で公開しているので、

比較分析に活用することができる。 

・水道技術研究センターでは、ＰＩの効果的活用に関する調査結果をホームペー

ジ上で公開している。その中では、水道統計から算定した業務指標（PI）の度

数分布等が示されている。 
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3) 整備効果（成果）を示す指標について 

・1)に示したように、事業の必要性を示すには、更新による効果が水道利用者の視点

からわかりやすく理解されるよう、整備効果を示す客観的な指標を用いて定量的に

示すことが望ましい。 

・地震対策を例にとると、耐震化率（B602（2207）浄水施設の耐震率、B605（2210）

管路の耐震管率等）は、耐震化整備水準（アウトプット）であり、対策による断水

率や不足水量の軽減は対策の整備効果を示す指標（アウトカム）となる（図Ⅱ-4-4）。 

・｢水道の耐震化計画等策定指針｣では、耐震化の目標において、「断水率、復旧期間等

の目標水準を現状と目標とで対比させる等して、その実施効果がわかりやすいもの

とする。」としている。また、整備水準等の業務指標は対策の進捗状況の管理に用い

るものとしている。 

 
図Ⅱ-4-4 耐震化指標の分類 

 

・「水道事業の費用対効果分析マニュアル」では、耐震化の効果を、地震発生後の給水

率及び復旧日数から、被害度の減少分として算定することとなっている(図Ⅱ-4-5)。 

・ 同マニュアルには、減断水被害及びそれを回避することによる便益の算定事例が

示されているので、これらを活用しつつ、できるだけ成果（アウトカム）での情報

提供に努める。 
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図Ⅱ-4-5 便益発生（被害度減少）の考え方 

出典：水道事業の費用対効果分析マニュアル 

 

【水道の耐震化計画等策定指針における指標】 

 

２．４ 耐震化の指標 

耐震化の目標は、断水率、復旧期間等の目標水準を、現状と目標とで対比させる等して、その

実施効果がわかりやすいものとする。 

耐震化事業の進捗度を客観的に評価するために、「被害発生の抑制」、「影響の最少化」、「復旧の

迅速化」、「応急給水の充実」それぞれに関して、指標を設定する。 

(例) 

１）被害発生の抑制に関する指標 

・浄水施設耐震率、ポンプ所耐震施設率、配水池耐震施設率 

・基幹管路の耐震化率、管路の耐震化率 

２）影響の最少化に関する指標 

・事故時配水量率、事故時給水人口率 

・自家用発電設備容量率 

３）復旧の迅速化に関する指標 

・ブロック化率 

・復旧作業用水確保率 

４）応急給水の充実に関する指標 

・給水人口１人当たり貯留飲料水量 

・緊急遮断弁整備率 

・給水拠点密度 
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【横浜市におけるアウトカム指標の検討事例】 

 

出典：老朽管改良（耐震化）計画報告書 

 

【参考文献】 

1) 水道の耐震化計画等策定指針,平成 20年 3月,厚生労働省健康局水道課 

2) 水道事業の費用対効果分析マニュアル,平成 23年 7月, 厚生労働省健康局水道課 

3) 水道施設更新指針,平成 17年５月,日本水道協会 

4) 老朽管改良（耐震化）計画報告書,平成 20年 3月,横浜市水道局 

横浜市の「老朽管改良（耐震化）計画」では、計画案について、更新を全く行わなかった場合

を含めて、以下の指標により比較検討を行っている。指標のうち、「平常時漏水件数」、｢災害時

事故件数｣、「影響度」、「断水戸数」はアウトカム指標に相当する。 

 

・管 路 更 新 率：送配水管路延長全体に占める更新管路延長の割合（業務指標） 

・耐 震 化 率：送配水管路全体延長に占める耐震管路延長の割合（業務指標） 

・平常時漏水件数：送配水管における漏水事故の発生する件数の推計値 

・災害時事故件数：地震被害予測式により算出し、震度 7 の地震が発生した場合の送配水

管における漏水事故の発生する確率を示す推計値 

・影 響 度：重要度に管路延長を乗じた数値で、口径 50mmの漏水事故 1箇所におけ

る断水時間を基準とした年間延べ断水時間の推計値 

・断 水 戸 数：年間延べ断水戸数の推計値 

・重要路線耐震化率：配水池から災害時における重要施設までの管路全体に占める耐震管路

延長の割合 

・工 事 費：標準工事費に管路延長を乗じた試算金額 

・事 業 費：工事費に管路更新以外の工事費等（45億円）を加えた試算金額 

 

表 4.2.2 計画案の更新効果の比較表 

 
 

案 更新延長 周期
管路
更新率

耐震化率
平常時
漏水件数

災害時
漏水件数

影響度 断水戸数
重要路線
耐震化率

工事費 事業費

単位 （km/年） （年） （％） （％） （件/年） （件） （時間/年） （戸/年） （％） （億円/年） （億円/年）

更新
なし 0 － 0 13.89 180 2,848 3,883 17,584 0.0 0 0

第１案 100 90 1.11 63.08 11 629 369 2,479 100.0 148 193

第２案 120 75 1.33 74.14 7 155 207 1,390 100.0 165 210

第３案 150 60 1.66 90.72 4 54 177 965 100.0 188 233
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4-3. 水道の経営基盤強化に向けた包括的検討 

◆ 経営基盤の更なる強化のためには、「新たな概念による広域化の推進」「新たな

社会情勢に対応した最適な事業形態の選択」が検討課題である。 

◆ 上記の検討にあたっては、マクロマネジメントの成果（長期的更新需要及び財

政収支見通し）を適宜活用する。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・水道事業ビジョンでは、「水道の運営基盤強化」の目標実現のために、「新たな概念

の広域化の推進」、｢新たな社会情勢に対応した最適な事業形態の選択｣、「中長期的

財政収支に基づく計画的な施設の整備・更新」を挙げている。 

・経営基盤強化のために、アセットマネジメントの実践により長期的財政収支に基づ

く計画的な施設更新を推進するとともに、必要に応じて、広域化の推進や運営形態

の検討を行う。その際、本手引きに示すマクロマネジメントの成果（長期的更新需

要及び財政収支見通しの検討結果）を適宜活用する。 

 

(2) 留意点 

・水道の運営管理は、本来、運営に責任を有する水道事業者等が自ら行うべき業務で

あるとの認識に立ち、当該水道事業の特性や置かれている状況等を十分踏まえた上

で、必要に応じて、水道事業者間の統合や水道用水供給事業者との統合等、市町村

を超えた広域化、さらには、都道府県、市町村、民間部門のそれぞれが有する長所、

ノウハウを有効に活用した連携方策に関する検討を行い、その相乗効果により、事

業の効果、効率性、水道利用者の満足度を高めていくことが重要である。 

・「新たな概念の水道広域化の推進」は、事業の統合のみならず、各種の共同化・連携

方策を包含した概念であり、更新事業の実施・調整といったハード面に加え、管理

や業務の共同化や共同研究といったソフト面での連携についても検討する。 

・｢新たな社会情勢に対応した最適な事業形態の選択｣に関して、官民連携については、

水道利用者への説明責任の観点から、水道事業ビジョンや経営戦略等の計画におい

てその必要性や効果等を明らかにし、水道利用者の理解を得ながら行う必要がある。 

 

(3) 広域化の推進への活用 

1) 利用の場面 

・特に小規模な事業体では職員数が極めて少なく、かつ、利用者一人当たりのコスト

が大きいこと等から、単独での経営改善に限界が生じつつある。市町村として水道

サービスを安定的に住民に提供していくためにも、近隣の事業体等との広域連携が

必要とされている。 

・上記のような場面において、関係する水道事業者等の間（状況によって都道府県水
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道行政主管部局も含む）で広域連携の検討を行う際に、各水道事業者におけるマク

ロマネジメントの成果（更新需要及び財政収支見通しの検討結果）を、関係地域内

における現状分析、将来見通し、問題点・課題の抽出・整理等に当たっての基礎資

料として利用できる。 

2) 活用方法 

・広域化の検討は、「水道広域化の手引き」に準拠して行う。同手引きでは、広域化の

検討内容と検討の視点を、次のように示している。 

3.検討内容と検討の視点（Ｐ40） 

水道広域化により経営資源を共有化することで、規模の経済や範囲の経済を享受し、さらに

は運営基盤が強化される。 

これらの効果には、①費用削減の効果、②レベルアップの効果（技術力やサービスの向上）

があり、これらを組み合わせて評価する。 

・「水道広域化の手引き」では、具体例を示しつつ、検討手順を解説しているので、

当該水道事業のおかれている状況に応じて同手引きを適宜活用する。 

・具体的には、広域的な観点から、更新需要の圧縮や、更新時期を捉えての再構築

等を検討する。 

① 「水道整備基本構想の作成要領」では、老朽化施設と更新計画等、地域全

体を包含した観点から現状分析・評価を行うこととなっており、更新需要

や財政収支見通しを通じて把握された問題点・課題を活用する。 

② 地域全体の水需給バランスを踏まえたうえで、事業間の水融通が可能とな

れば、更新時期の延期や、事業規模の縮小が可能となる。 

③ 浄水場等の基幹施設の更新を行う際に、一時的に受水量の増加等で対応が

可能となれば、代替用地の取得等が不要となる。 

④ 基幹施設の更新時期を把握することで、共同建設の検討等、地域全体とし

ての水道システムの再構築が検討できる。また管理の一体化の検討も可能

となる。 

(4) 官民連携導入検討への活用 

・水道事業の最適な運営形態の検討は、「水道事業における官民連携に関する手引き

（改訂版）」を参考とする。 

・同手引きでは、水道事業における現状及び課題を把握した上で評価を行い、対応が

必要な課題について対応レベルと対応期間を整理し、複数の連携形態から適した連

携形態を検討することができる。 

・アセットマネジメントを実施することで、施設の更新の必要性及び時期や更新事業

費の規模の把握が可能となる。更新工事や更新後の運転・維持管理に際して官民連

携手法の導入を検討する際に、同手引きを適宜活用する。 

 

【参考文献】 

1) 水道広域化検討の手引き,平成 20年 8月,日本水道協会 

2) 水道事業における官民連携に関する手引き,令和 6 年 3 月,厚生労働省健康・生活

衛生局水道課 
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5. 進捗管理 

◆ 施設管理（補修、修繕を含む）や施設更新等を行った際には、それらの結果を

適宜、資産に関する基礎データや台帳等に反映させる。 

◆ 更新事業の実施状況を定期的に把握し、マクロマネジメントの検討成果と比較

する。必要に応じて、マクロマネジメントの見直しを行う。 

◆ 定期的な見直しとして、マクロマネジメントの検討は、おおむね 3年から 5年

ごとに見直しを行うことが望ましい。 

〈解説〉 

(1) 概要 

・アセットマネジメント（資産管理）の実践をより実用的・効果的なものとするため

には、必要となる基礎データ・基礎情報を随時もしくは定期的に更新し、最新の情

報が整備されている状態にしておくことが重要となる。 

・マクロマネジメントの効用は、長期的な期間を通じて必要となる更新投資の規模が

明らかとなり、マクロマネジメントの検討成果を水道事業ビジョン、経営戦略等に

反映させることにより、更新事業に必要となる財源を計画的に確保し、更新事業（工

事）に必要な予算を確保しやすい財政環境を整備しておくことにある。 

・ただし、上記の取組により計画化された更新計画が、当初の計画通り着実に実行さ

れているかを定期的に把握（モニタリング）し、必要に応じてマクロマネジメント

の再検討を行う必要がある。 

・マクロマネジメントの検討に関しては、定期的に見直しを行うことが望ましい。見

直しを行う間隔は、水道法施行規則第 17 条の 4 第 5 項を参考に、おおむね 3 年か

ら 5年ごとが一つの目安となる。 

(2) 留意点 

・事業の実施により更新工事や補修等が行われた場合は、当該工事等によって変更・

追加された施設自体の基礎情報に加え、工事現場周辺にある施設の状況等の付帯的

な情報についても入手し、既存の台帳・図面等（データベースシステム含む）に追

加・更新することにより、最新の情報に更新しておく必要がある。 

・マクロマネジメントにより最適な更新時期を設定し、水道事業ビジョン、経営戦略

等に反映された場合でも、諸般の状況により予算化が困難となり、当初想定してい

たよりも更新時期が延期される場合もありうる。その場合は、当初の想定より資産

の健全度が低下し、リスクが増大することになる。このため、更新事業の遅延等に

より延期された更新事業量を定期的に把握しておき、当該更新事業の実施時期が必

要以上に延期されることのないようモニタリングしておく必要がある。 

・当初の想定とのかい離が大きくなった場合には、更新需要や財政収支見通し等のマ

クロマネジメントの見直しを検討する（必要に応じて、ミクロマネジメントの再検

討を含む）。 
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(3) 実施方法 

1) 必要情報の整備に関する進捗管理 

・改良・更新工事や修繕を実施した際には、図面、台帳等を適切に更新する。 

・水道管路は、地中に埋設されているため、日常の維持管理では点検調査が困難なこ

とが多い。工事の実施時期をとらえ、腐食の進行状況等、今後の診断や評価に役立

つデータを収集することが望ましい。 

・データベースシステムは、紙ベースの帳票等からデータを移行する場合に、当初か

ら全てにわたって正確なデータを整備することが困難であるため、工事の機会を利

用して順次（段階的に）データの正確性を向上させることが望ましい。 

 

2) ミクロマネジメントの実施に関する進捗管理 

・水道施設に対する点検調査及び診断や評価が適切（計画通り）に実施されているか

を確認する。 

 

3) マクロマネジメントの実施に関する進捗管理 

・マクロマネジメントの成果（更新需要及び財政収支見通しの検討成果）は、分かり

やすい形で保存する（「3-4.妥当性の確認と検討結果のとりまとめ」を参照）。 

・マクロマネジメントの実施時に活用した（内部）管理指標の実績値の推移を整理す

ることにより、当初の想定に対する更新事業の進捗状況を把握し、更新時期を延期

した事業については、その理由や実施時期を明確にし、記録として残しておく。 

・更新事業の進捗状況を把握・管理していく中で、マクロマネジメントの見直しを行

う。見直しのケースとしては、次の項目が考えられる。 

➢ 必要に応じて随時見直しを行うケース 

① 水需給等のフレームの変更 

② 当初の想定と進捗状況が大幅にかい離した場合 

③ 計画の遅延により、健全度が大幅に低下する等、資産の状況が変化した場合 

④ 当初予定していない大規模な補修が発生する等、事業の優先順位に変更が生じ

た場合 

➢ 定期的に見直しを行うケース 

① マクロマネジメントの検討実施後、3年から 5年が経過した時 

② マクロマネジメントの検討結果を活用している計画（水道事業ビジョンや経営

戦略等）を見直す時 

 

4) マクロマネジメントの活用等に関する進捗管理 

・水道事業ビジョンや経営戦略等策定時や水道利用者への情報提供時に活用したアウ

トカム指標の実績値の推移を整理し、当初の設定していた当該指標の目標値（計画
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値）と比較することにより、更新事業による整備効果の進展状況を把握する。 

・比較の結果、アウトカム指標の実績値が目標値（計画値）と著しくかい離して推移

している場合には、水道事業ビジョン・経営戦略等の見直しも含めた再検討を行う。 


